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j宇一It
日
華
渉
外
身
分
法
に
関
す
る
若
干
の
問
題

l
l
t
婚

姻

関

係

ザコ

し、

欧

音包

εp 
三玉と

日華渉外身分法に関する若干の問題

め

じ

l土

中
華
民
国
に
お
い
て
最
初
に
公
布
さ
れ
た
国
際
私
法
に
関
す
る
単
行
法
は
一
九
一
八
年
八
月
六
日
の
法
律
適
用
条
例
(
以
下
旧
条
例
)

で
あ
る
。
こ
の
旧
条
例
は
国
民
政
府
の
成
立
後
も
(
一
九
二
七
年
八
月
一
二
日
〉
引
続
き
適
用
さ
れ
、
そ
の
後
現
行
渉
外
民
事
法
律
適
用

法
(
以
下
適
用
法
〉
が
施
行
さ
れ
る
に
至
る
ま
で
、
三
十
余
年
間
そ
の
効
力
を
維
持
し
て
き
た
。
適
用
法
は
一
九
五
二
年
春
に
草
案
の
初

稿
が
公
表
さ
れ
、
各
界
の
意
見
を
参
考
に
し
て
、
一
九
五
三
年
六
月
六
日
公
布
・
施
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
o

こ
の
よ
う
に
、
旧
条
例
お
よ

び
適
用
法
は
、

と
も
に
一
八
九
八
年
六
月
一
五
日
公
布
の
現
行
法
例
よ
り
も
後
に
公
布
さ
れ
た
比
較
的
新
し
い
立
法
で
あ
る
。
こ
の
新
旧
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説

法
の
聞
に
は
若
干
の
差
異
も
認
め
ら
れ
る
、
か
、
大
陸
法
系
に
属
す
る
立
法
で
あ
る
点
で
は
一
致
し
て
い
る
。
ま
た
、
諸
国
の
立
法
例
を
参

照
し
か
っ
国
情
に
合
っ
た
立
法
が
行
な
わ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
全
体
か
ら
い
え
ば
、
日
本
の
法
例
に
な
ら
っ
た
と
こ
ろ
が
少
な
く

論

な
い
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
こ
れ
が
国
際
私
法
上
の
原
則
で
あ
る
と
ま
た
は
個
別
的
規
定
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
両
国
間
に
お
い
て
は
頗

る
類
似
点
が
多
い
。

旧
条
例
が
公
布
施
行
さ
れ
た
後
も
、
実
質
的
に
は
、

イ
ギ
リ
ス
を
皮
切
り
に
、
第
二
次
世
界

一
九
四
三
年
一
月
一
一
日
の
ア
メ
リ
カ
、

大
戦
終
了
後
全
て
の
国
に
つ
い
て
領
事
裁
判
権
が
完
全
に
撤
廃
さ
れ
る
ま
で
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
実
効
を
も
た
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
o

戦
後
の
混
乱
が
一
応
安
定
し
た
と
き
、
従
来
の
旧
条
例
に
代
っ
て
適
用
法
が
制
定
さ
れ
、
こ
こ
に
中
華
民
国
の
国
際
私
法
規
定
は

面
目
を
一
新
す
る
に
至
っ
た
。
し
か
し
、
中
華
民
国
に
お
い
て
は
国
際
私
法
に
関
す
る
判
例
が
少
な
い
だ
け
で
な
く
、
公
表
さ
れ
た
判
例

は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
こ
と
に
戦
後
日
本
人
の
中
華
民
国
に
対
す
る
接
触
頻
度
の
多
く
な
い
実
情
に
か
ん
が
み
、
こ
の
面
か
ら
の
ア
プ
ロ

l

チ
は
頗
る
困
難
な
状
態
に
あ
る
。
そ
こ
で
不
本
意
な
が
ら
、
こ
こ
で
は
両
国
間
の
渉
外
身
分
法
の
考
察
を
進
め
る
に
あ
た
り
、
も
っ
ぱ
ら

日
本
に
お
け
る
中
華
民
国
に
関
連
す
る
判
例
を
中
心
と
し
て
引
用
す
る
。

渉
外
身
分
関
係
の
う
ち
、
婚
姻
関
係
に
つ
い
て
は
婚
姻
の
成
否
と
離
婚
と
を
併
せ
て
と
り
扱
う
o

ま
た
、
本
稿
で
は
両
国
の
渉
外
的
婚

姻
関
係
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
準
拠
法
の
指
定
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、

ひ
ろ
く
管
轄
権
の
決
定
、
準
拠
法
の
適
用
、
外
国
判
決
の
承
認
等
を

も
含
め
た
。
こ
れ
は
、
こ
れ
ら
一
連
の
問
題
が
渉
外
的
生
活
関
係
を
規
制
す
る
上
に
お
い
て
相
互
に
密
接
な
関
係
を
有
し
、

と
く
に
特
定

の
渉
外
関
係
を
理
解
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
準
拠
法
の
指
定
だ
け
を
個
別
的
に
考
察
す
る
よ
り
も
、
訴
の
提
起
か
ら
外
国
判
決
の
承
認
ま

で
含
め
た
方
が
、

一
貫
し
た
適
切
な
判
断
が
可
能
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
以
下
こ
れ
ら
の
点
を
と
り
上
げ
つ
つ
、
併
せ
て

(
5
v
 

両
国
の
採
る
立
場
を
事
項
別
に
比
較
検
討
し
た
い
。

(
1
)
 

「
司
法
行
政
部
の
渉
外
民
事
法
律
適
用
法
草
案
初
稿
に
対
す
る
意
見
の
募
集
」
司
法
専
刊
一
二
期
三
七

O
頁。
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(

2

)

白
木
に
お
け
る
実
務
は
、
適
用
法
の
施
行
後
も
、
昭
和
二
八
年
一
一
月
一

O
日
甲
府
地
裁
駒
田
駿
太
郎
裁
判
官
の
照
会
に
対
す
る
同
年
一
一
月
二
六
日

民
事
甲
第
二
五
八
号
民
事
局
長
回
答
で
、
中
華
民
国
の
現
行
国
際
私
法
規
定
を
旧
条
例
と
し
て
い
る
。
そ
の
後
最
高
裁
判
所
よ
り
民
事
甲
第
六

O
号
を
も

っ
て
、
外
務
省
の
昭
和
三
一
年
三
月
二
四
日
亙
二
第
三
八
号
口
上
書
を
通
じ
て
中
華
民
国
駐
日
大
使
館
に
問
合
せ
た
結
果
、
一
九
五
六
年
四
月
一
一
日
中

華
民
国
駐
日
大
使
館
の
日
大
間
政
字
第
九
六
二
号
口
上
書
に
よ
っ
て
適
用
法
の
施
行
が
確
認
さ
れ
た
。

(

3

)

翠
楚
・
国
際
私
法
綱
要
四
二
頁
、
渉
外
民
事
法
律
適
用
法
案
説
明
書
・
司
法
専
刊
二
一
期
七

O
六
頁
等
参
照
。

(
4
〉
し
た
が
っ
て
、
こ
の
侶
条
例
の
存
在
ば
、
か
つ
て
の
日
本
の
一
八
九

O
年
公
布
未
施
行
の
旧
法
例
と
同
じ
く
、
領
事
裁
判
権
撤
廃
を
果
す
役
割
を
担
つ

た
も
の
と
い
え
よ
う
。
旧
法
例
の
役
割
に
つ
い
て
は
川
上
・
国
際
私
法
講
座
一
巻
四
四
頁
参
照
。

〈

5
)

な
お
本
稿
で
は
表
題
に
一
示
す
よ
う
に
、
こ
れ
を
白
木
と
中
華
民
国
聞
の
問
題
と
限
定
し
て
い
る
の
で
、
中
国
に
お
け
る
い
ず
れ
の
政
府
の
法
律
を
中
国

人
の
本
国
法
と
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と
は
こ
こ
で
問
題
と
な
ら
な
い
。
な
お
こ
の
点
に
つ
い
て
は
ペ

gzs出
ωヨ

F
吋
ro
円
晃
司
巳
ロ
思
え
わ

E
5
8

D
E
民
O
H
gロ
♂
吋
}
】
巾
】
回
目
】
吉
〉
ロ
ロ
ロ
国
}

C
『

H
2
2
5円
F
o
g
-
F
O若

Z
0・
申
(
呂
田
印
)
ヲ
ヨ

2
m
m』
・
朝
鮮
人
の
本
国
法
に
つ
い
て
は
欧
・
ジ
ユ
リ
ス
ト
二

九
三
号
一

O
七
J
八
頁
参
照
。

婚

姻

成

立

の

目撃渉外身分法に関する若干の問題

婚
姻
の
成
立
に
関
す
る
日
華
両
国
の
国
際
私
法
規
定
は
類
似
す
る
と
こ
ろ
が
多
く
、
そ
の
実
質
的
成
立
要
件
に
つ
い
て
は
、

と
も
に
属

人
法
の
管
轄
を
認
め
て
お
り
、

か
つ
各
当
事
者
の
そ
れ
ぞ
れ
の
本
国
法
に
よ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
も
一
致
し
て
い
る
。
ま
た
、
形
式
的

成
立
要
件
に
つ
い
て
は
若
干
の
相
違
が
あ
る
も
の
の
、
挙
行
地
法
に
よ
ら
し
め
る
点
で
も
同
様
で
あ
る
。
以
下
そ
れ
ぞ
れ
、
実
質
的
成
立

要
件
お
よ
び
形
式
的
成
立
要
件
に
わ
け
て
の
ベ
る
o

)
 

司

i(
 
婚
姻
の
実
質
的
成
立
要
件

こ
の
点
に
関
す
る
両
国
の
国
際
私
法
規
定
(
法
例
二
二
条
一
項
本
文
、
適
用
法
一
一
条
一
項
本
文
)
は
一
致
す
る
の
で
、
法
廷
地
の
異

な
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
質
法
上
の
解
釈
に
差
異
が
生
じ
な
け
れ
ば
、

理
論
的
に
は
い
ず
れ
の
固
に
お
い
て
裁
判
が
行
な
わ
れ
て
も
同
様
な

北法17(3・49)423



説

結
果
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
こ
で
次
に
両
国
の
実
質
法
規
定
を
検
討
す
る
。

論

婚
姻
の
実
質
的
成
立
要
件
に
関
す
る
両
国
の
規
定
は
類
似
す
る
点
が
少
な
く
な
い
反
面
、
近
親
婚
の
制
限
に
つ
い
て
は
そ
の
範
囲
が
異

な
り
(
華
民
九
八
三
条
〉
、
ま
た
、
後
見
人
・
被
後
見
人
間
(
華
民
九
八
四
条
)
、
姦
通
者
間
(
華
民
九
八
六
条
)
の
婚
姻
禁
止
等
は
中
華

民
国
法
に
特
有
な
も
の
で
あ
り
、

一
般
的
に
は
中
華
民
国
民
法
(
以
下
華
民
法
)
上
の
制
限
が
厳
し
い
と
い
え
よ
う
。

こ
の
要
件
に
つ
い
て
の
判
例
は
五
件
〉
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
、
四
件
は
い
ず
れ
も
婚
姻
意
思
の
欠
歓
を
理
由
と
す
る
婚
姻
無
効
の
事
件
で

あ
り
、

ひ
と
し
く
認
容
さ
れ
て
い
る
(
な
お
こ
れ
ら
の
事
件
で
は
、

い
ず
れ
も
当
事
者
と
し
て
男
が
中
国
人
、
女
が
日
本
人
で
あ
る
)
o
残

り
の
一
件
(
昭
和
三
三
年
一
一
月
一

O
日
神
戸
家
裁
審
判
)
は
重
婚
を
理
由
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
中
国
人
男
の
本
国
法
に
よ
り
取
消
を

認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
事
件
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
法
例
一
四
条
に
従
い
、
夫
の
本
国
法
と
し
て
華
民
法
九
八
五
条
、
九
九
二
条
を
適

用
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
婚
姻
の
効
力
の
解
釈
を
誤
っ
た
も
の
で
あ
り
、
法
例
二
二
条
一
一
項
本
文
に
基
づ
き
、

日
本
民
法
(
以
下
日

民
法
〉
七
三
二
条
、

七
四
四
条
お
よ
び
前
掲
華
民
法
に
よ
り
取
消
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
不
適
法
婚
の
取
消
に
つ
い
て
は
、

(

2

)

 

取
消
権
を
行
使
し
う
る
も
の
の
範
囲
が
ほ
ぼ
一
致
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、

華
民
法
は
検
察
官
に
よ
る
取
消
権
の
行
伎
を
認
め
て
い
な

ぃ
。
し
た
が
っ
て
、

日
本
が
法
廷
地
と
な
る
場
合
は
当
事
者
の
一
方
が
日
本
人
で
あ
れ
ば
検
察
官
に
よ
る
提
訴
も
可
能
で
あ
ろ
う
(
日
民

七
四
四
条
〉
が
、
こ
れ
に
反
し
て
法
廷
地
が
中
華
民
国
の
場
合
に
は
、

明
文
の
規
定
が
な
い
の
で
検
察
官
に
よ
る
提
訴
は
認
め
ら
れ
な

し、
O (2) 

婚
姻
の
形
式
的
成
立
要
件

法
例
は
絶
対
挙
行
地
法
主
義
を
原
則
と
し
て
お
り
、

例
外
と
し
て
、

外
国
に
あ
る
日
本
人
間
に
つ
い
て
の
み
外
交
婚
(
日
民
七
回

条
)
を
認
め
て
い
る
(
法
例
二
二
条
一
項
但
書
、
二
項
)
0

こ
れ
に
対
し
て
、

中
華
民
国
は
一
方
の
当
事
者
の
本
国
法
ま
た
は
挙
行
地
法

ま
た
挙
行
地
が
中
華
民
国
で
あ
り
、

に
よ
っ
て
も
有
効
で
あ
る
と
し
て
い
る
(
適
用
法
一
一
条
一
項
但
書
)

0

か
っ
一
方
の
当
事
者
が
中

北法17(3・50)424



国
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
中
華
民
国
法
に
よ
る
べ
き
特
例
を
設
け
て
い
る

(
同
条
二
項
)

0

」
の
点
に
関
す
る
日
華
両
国
の
国
際
私
法
規

定
を
み
た
場
合
、
後
者
は
前
者
と
く
ら
べ
て
適
用
さ
れ
る
準
拠
法
が
多
く
、
当
事
者
に
と
っ
て
婚
姻
の
形
式
的
要
件
の
具
備
が
比
較
的
容

易
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
当
事
者
の
一
方
が
日
本
人
で
あ
る
と
(
他
方
が
中
国
人
で
あ
る
場
合
を
除
き
)
ま
た
は

双
方
と
も
日
本
人
で
あ
る
場
合
と
を
問
わ
ず
、
中
華
民
国
で
婚
姻
を
挙
行
す
る
場
合
は
挙
行
地
法
た
る
中
華
民
国
法
に
よ
っ
て
も
、
ま
た

本
国
法
で
あ
る
日
本
法
に
よ
っ
て
も
形
式
的
要
件
に
つ
い
て
は
有
効
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
当
事
者
の
一
方
が
中
国
人
で
あ
る
場
合

そ
の
双
方
が
中
国
人
で
あ
っ
て
も
日
本
に
お
い
て
婚
姻
を
挙
行
す
る
場
合
は
、
原
則
と
し
て
日
本
法
に
よ
る
べ
き

解
釈
上
外
交
婚
に
よ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
当
事
者
双
方
が
中
国
人
の
場
合
に
限
ら
れ
て

は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

で
あ
る
。

例
外
と
し
て
、

い
る
。」

こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、

両
国
の
婚
姻
の
形
式
的
要
件
に
関
す
る
実
質
法
規
定
で
あ
る
が
、

日
民
法
は
届
出
だ
け
(
日
民
七
三
九

条
)
を
規
定
す
る
に
と
ど
ま
り
、

こ
の
他
に
な
ん
ら
の
要
件
を
必
要
と
し
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
華
民
法
は
公
開
の
儀
式
お
よ
び
二

日華渉外身分法に関する若干の問題

人
以
上
の
証
人
を
要
件
と
し
て
お
り
、

し
た
が
っ
て
、

戸
籍
上
の
届
出
を
婚
姻
成
立
の
要
件
と
し
て
い
な
い

(
華
民
九
八
二
条
〉
O

(
4
)
 

日
本
法
に
基
づ
く
届
出
に
よ
っ
て
も
有
効
で
あ
る
し
、

人
間
で
中
華
民
国
に
お
い
て
婚
姻
を
挙
行
す
る
場
合
に
は
、

ま
た
挙
行
地
法
に
よ

っ
た
場
合
に
は
事
後
の
報
告
的
届
出
で
足
り
る
わ
け
で
あ
る
(
戸
籍
法
四
一
条
)
。
こ
の
よ
う
な
場
合
は
、

日
華
両
国
の
国
際
私
法
が
と
も

に
そ
の
効
力
を
認
め
て
い
る
の
で
肢
行
婚
の
生
じ
る
余
地
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
中
国
人
間
で
日
本
に
お
い
て
婚
姻
を
挙
行
す
る
場
合
に

は
日
本
法
上
の
届
出
が
な
け
れ
ば
、
外
交
婚
を
除
い
て
、
中
華
民
国
の
国
際
私
法
に
基
づ
き
当
事
者
の
本
国
法
に
よ
っ
た
場
合
で
も
、
日

本
に
お
い
て
は
そ
の
婚
姻
の
成
立
が
認
め
ら
れ
ず
、
肢
行
婚
の
生
ず
る
お
そ
れ
が
十
分
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
法
例
の
絶
対
挙
行
地
主
義

ハ
以
下
要
綱
試
お
い
の
第
二
、

に
対
し
て
は
従
来
よ
り
批
判
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
度
の
法
例
改
正
要
綱
試
案
(
婚
姻
の
部
)

三
、
四
で
は
挙
行
地
法
に
加
え
て
、
当
事
者
双
方
の
本
国
法
、
外
交
婚
に
よ
る
場
合
を
認
め
て
い
る
。

日
本
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説

こ
の
点
に
つ
い
て
の
判
例
は
三
件
あ
り
、
婚
姻
無
効
の
事
件
と
し
て
は
、
僅
か
に
日
本
で
挙
行
さ
れ
た
日
本
人
女
と
中
華
民
国
人
男
と

の
婚
姻
は
、
当
事
者
双
方
か
ら
の
真
実
の
届
出
の
さ
れ
な
か
っ
た
と
き
は
挙
行
地
法
で
あ
る
日
本
法
に
よ
っ
て
無
効
で
あ
る
と
さ
れ
た
事

Z命

例
(
昭
和
二
九
年
八
月
二
七
日
横
浜
家
裁
横
須
賀
支
部
審
判
〉
が
一
件
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
他
の
二
件
は
と
も
に
戸
籍
訂
正
事
件
の
な
か

で
、
中
国
人
男
と
日
本
人
女
の
婚
姻
に
つ
き
、

日
本
に
お
け
る
届
出
の
欠
歓
を
理
由
と
し
て
婚
姻
の
効
力
が
否
定
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み

に
こ
れ
ら
の
婚
姻
は
、

い
ず
れ
も
中
華
民
国
法
に
従
い
終
戦
後
か
ら
平
和
条
約
発
効
ま
で
の
聞
に
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
中
華
民
国

駐
日
公
館
に
よ
っ
て
そ
の
効
力
が
認
め
ら
れ
て
い
た
も
の
と
み
ら
れ
る
o

ま
た
、
後
の
二
件
は
同
じ
く
申
立
人
の
国
籍
喪
失
届
が
誤
っ
て

戸
籍
吏
に
よ
っ
て
受
理
さ
れ
た
場
合
で
あ
り
、
日
本
法
上
戸
籍
訂
正
を
す
べ
き
で
あ
る
が
、
戸
籍
法
一
一
一
二
条
ま
た
は
同
法
一
二
ハ
条
の

い
ず
れ
に
よ
る
訂
正
の
方
が
妥
当
で
あ
る
が

8r別
と
し
て
、
中
華
民
国
法
上
は
そ
れ
ら
の
婚
姻
の
有
効
性
を
否
定
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
も
旧
条
例
の
施
行
さ
れ
て
い
た
と
き
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
o

旧
条
例
に
は
婚
姻
の
形
式
的
要
件
を
定
め
た
直
接
の
明
文
の
規
定
が
な
く
、
学
説
は
、
方
式
一
般
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
旧
条
例
二

六
条
に
従
い
、
婚
姻
挙
行
地
法
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
見
解
が
多
数
説
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
、
実
務
の
面
で
は
実
質
的
要
件
の
み
を

定
め
て
い
る
と
目
さ
れ
る
旧
条
例
九
条
を
、
そ
の
ま
ま
形
式
的
要
件
に
も
妥
当
す
る
も
の
と
解
し
、
当
事
者
の
一
方
が
中
国
人
で
あ
れ

ば
、
中
華
民
国
法
に
よ
っ
て
も
有
効
で
あ
る
と
の
解
側
、
を
下
し
て
い
る
o

前
掲
の
二
件
に
お
け
る
中
華
民
国
駐
日
公
館
の
立
場
は
、
お
そ

ら
く
こ
の
よ
う
な
解
釈
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
解
釈
の
是
非
は
さ
て
お
き
、
こ
れ
ら
の
審
判
に
よ
っ
て
肢
行
婚
が
生
じ
、
当

な
お
こ
の
二
件
の
中
華
民
国
法
上
成
立
し
た
と
み
ら
れ
る
婚
姻
は
、

事
者
が
さ
ら
に
離
婚
の
手
続
を
経
な
け
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
中
華
民
国
法
上
の
婚
姻
は
解
消
さ
れ
な
い
。
し
か
も
こ
の
種
の
披
行
婚
は
、
婚

姻
の
形
式
的
要
件
に
つ
き
、
適
用
法
一
一
条
一
項
但
書
が
当
事
者
の
一
方
の
本
国
法
に
従
う
場
合
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
後
も
起

り
う
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
事
態
の
発
生
は
、
将
来
日
本
が
こ
の
要
件
に
つ
い
て
、
当
事
者
の
い
ず
れ
か
一
方
の
本
国
法
に
よ
る
外

交
婚
を
認
め
る
要
綱
試
案
第
四
甲
案
を
採
用
す
れ
ば
、

一
応
緩
和
さ
れ
よ
う
。
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日華渉外身分法に関する若干の問題

(
1
〉
昭
和
二
九
年
二
月
六
日
、
昭
和
二
九
年
(
家
イ
)
自
一
号
至
六
号
大
阪
家
裁
堺
支
部
審
判
、
家
裁
月
報
六
巻
九
号
三
四
頁
、
国
私
例
集
五
二
二
頁
。
旺

和
二
九
年
八
月
二
四
日
、
昭
和
二
八
年
つ
乙
二
三
二
号
東
京
地
裁
判
決
、
判
例
時
報
一
九
頁
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
四
一
号
七
一
一
具
、
国
私
例
祭
五
二
七
頁
。

昭
和
二
九
年
八
月
二
七
日
、
昭
和
二
九
年
(
家
イ
)
八
一
号
横
浜
家
裁
横
須
賀
支
部
審
判
、
家
裁
月
報
六
巻
九
号
三
二
頁
、
国
私
例
集
五
三
三
頁
。
昭
和

三
五
年
一
二
月
九
日
、
昭
和
三
二
年
(
タ
)
一
五
号
大
阪
地
裁
判
決
、
下
級
民
集
一
一
巻
一
二
号
二
六
三
九
頁
。
昭
和
三
三
年
一
一
月
一

O
目
、
昭
和
三

三
年
(
家
イ
)
二
七
一
号
神
戸
家
裁
審
判
、
家
裁
月
報
一
一
巻
二
号
八
四
真
。

(

2

)

日
民
法
七
四
四
条
は
華
民
法
九
九
二
条
但
書
「
た
だ
し
前
婚
姻
関
係
の
消
滅
し
た
後
は
こ
の
取
消
を
請
求
し
え
な
い
」
の
よ
う
な
明
文
の
規
定
を
設
け

て
い
な
い
が
、
取
扱
上
同
様
に
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
(
我
妻
・
親
族
法
二
二
頁
参
照
)
。

(
3
〉
江
川
・
国
際
私
法
二
五
七
頁
、
折
茂
・
各
論
一
九
七
頁
(
久
保
・
講
座
二
巻
五
三
二
頁
は
反
対
)
。
な
お
、
昭
和
二
六
年
五
月
一

O
日
民
事
甲
第
八
九

一
号
、
昭
和
二
七
年
九
月
一
八
日
民
事
甲
第
二
七
四
号
民
事
局
長
回
答
参
照
。
た
だ
し
、
国
籍
を
異
に
す
る
外
国
人
間
の
外
交
婚
は
認
め
ら
れ
て
い
な

い
(
江
川
・
前
掲
二
五
八
頁
、
久
保
前
掲
、
前
掲
民
事
局
長
回
答
等
参
照
)
。

(
4
〉
在
外
日
本
人
間
の
婚
姻
の
届
出
は
在
外
公
館
に
提
出
し
て
も
よ
く
(
法
例
一
三
条
二
項
、
日
民
七
四
一
条
)
、
ま
た
本
籍
地
に
直
送
し
て
も
有
効
で
あ

る
(
竹
内
米
三
郎
・
婚
姻
と
離
婚
・
戸
籍
読
本
二
七
九
、
二
八

O
頁
、
昭
和
二
六
年
三
月
六
日
民
事
甲
第
四
一
二
号
民
事
局
長
回
答
参
照
)

0

(

5

)

昭
和
一
一
一
一
年
八
月
三
日
民
事
同
発
第
三
八
四
号
民
事
局
第
二
課
長
回
答
参
照
。

(
6
〉
法
制
審
議
会
国
際
私
法
小
委
員
会
、
昭
和
三
六
年
四
月
、
山
田
・
国
際
婚
姻
、
離
婚
に
関
す
る
判
例
、
通
達
お
よ
び
回
答
・
法
政
論
集
二
七
号
一

O
七

頁
以
下
参
照
。

(

7

)

昭
和
二
九
年
八
月
二
七
日
、
昭
和
二
九
年
(
家
イ
〉
八
一
号
横
浜
家
裁
横
須
賀
支
部
審
判
、
家
裁
月
報
六
巻
九
号
三
二
頁
、
国
私
例
集
五
=
一
三
頁
。
昭

和
三
七
年
六
月
一
四
日
、
昭
和
三
七
年
(
家
)
九
一
五
号
浦
和
家
裁
審
判
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
四

O
号
九

O
頁
、
家
裁
月
報
一
四
巻
九
号
一
一
五
頁
。
昭

和
四

O
年
三
月
一

O
日
、
昭
和
四

O
年
(
家
)
二

O
三
号
松
江
家
裁
審
判
、
家
裁
月
報
一
七
巻
四
号
八

O
頁。

(

8

)

林
脇
・
ジ
ユ
リ
ス
ト
三
三
一
九
号
二
八
八
頁
、
沢
木
・
ジ
ユ
リ
ス
ト
=
二
七
号
九
八
頁
、
西
・
ジ
ユ
リ
ス
ト
三
四
一
号
一
一
四
頁
参
照
。

(

9

)

洪
力
生
・
「
国
際
私
法
上
の
婚
姻
に
関
す
る
研
究
、
」
学
術
季
刊
第
二
巻
四
期
六
六
頁
参
照
。

(
日
山
〉
司
法
院
、
民
間
二

O
年
指
令
第
四
五
五
号
、
同
民
国
二
五
年
解
釈
第
一
四
三
四
号
、
洪
・
前
掲
六
七
頁
参
照
。
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説

婚

姻

の

効

力

自詣

婚
姻
の
効
力
を
夫
の
本
国
法
に
よ
ら
し
め
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
両
国
間
に
差
異
は
な
い
。
し
か
し
中
華
民
国
の
国
際
私

法
に
よ
れ
ば
、
外
国
人
の
妻
と
な
っ
て
も
中
国
籍
を
留
保
し
か
っ
中
華
民
国
の
住
所
ま
た
は
居
所
を
有
す
る
も
の
、

お
よ
び
外
国
人
が
中

と
規
定
さ
れ
て
い
る
(
適
用
法
一
二
条
但
書
〉
0

外
的
規
定
は
か
つ
て
の
法
例
一
四
条
二
項
に
な
ら
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
法
例
の
規
定
が
注
意
的
規
定
に
す
ぎ
な
か
っ
日
の
に
対
し
、
入

夫
婚
を
直
接
国
籍
取
得
の
原
因
と
し
な
い
中
華
民
国
法
に
お
い
て
は
実
質
的
な
意
義
が
あ
る
。
ま
た
こ
の
内
国
人
保
護
規
定
を
設
け
た
の

華
民
国
人
女
の
入
夫
と
な
っ
た
場
合
の
婚
姻
の
効
力
は
中
華
民
国
法
に
よ
る
、

」
の
例

は
、
法
廷
地
法
た
る
中
国
法
と
夫
の
本
国
法
聞
の
相
違
に
よ
っ
て
法
廷
地
の
公
序
良
俗
が
乱
さ
れ
、
執
行
上
の
困
難
が
伴
う
お
そ
れ
が
あ

る
と
の
理
由
か
ら
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

も
し
法
廷
地
が
中
華
民
国
で
あ
り
、
中
国
人
妻
が
法
廷
地
に
住
所
か
居
所
を
有
す
る
か
、

ま
た
は
外
国
人
男
と
中
国
人
女
と
の
入
夫
婚

の
場
合
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
婚
姻
の
効
力
は
い
ず
れ
も
中
華
民
国
法
に
よ
る
こ
と
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
に
該
当
す
る
も
の

の
婚
姻
の
効
力
は
、

日
華
い
ず
れ
の
法
廷
地
で
判
断
さ
れ
た
か
に
よ
っ
て
、
自
ら
準
拠
法
が
異
な
っ
て
く
る
。
適
用
法
一
二
条
但
書
後
段

の
入
夫
婚
に
関
す
る
規
定
は
、

入
夫
婚
に
よ
る
婚
姻
の
効
力
を
定
め
た
華
民
法
一

0
0
0条
お
よ
び
一

O
O二
条
等
の
規
定
に
対
応
し
、

〈

3
)

ま
た
両
性
平
等
に
つ
い
て
の
考
患
が
払
わ
れ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
o

こ
れ
を
抵
触
法
上
に
反
映
さ
せ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、

婚
姻
の
効
力
に
関
す
る
準
拠
法
の
適
用
範
囲
に
つ
い
て
は
、
夫
婦
財
産
制
を
除
い
て
婚
姻
に
よ
り
発
生
し
た
夫
婦
聞
の
権
利
義
務
が
合

ま
れ
る
の
で
、
両
国
間
で
は
ほ
ぼ
一
致
す
る
で
あ
ろ
う
。
判
例
は
法
例
一
四
条
を
誤
っ
て
解
釈
し
た
前
掲
昭
和
三
五
年
六
月
七
日
の
大
阪

地
裁
判
決
を
除
い
て
他
に
二
件
あ
り
、
こ
の
う
ち
一
件
は
夫
婦
の
同
居
義
務
に
関
す
る
も
の

i
u
v
他
は
婚
姻
に
よ
る
氏
の
問
題
に
関
す
る

も
の
で
あ
る
。
夫
婦
の
同
居
義
務
に
つ
い
て
は
と
く
に
と
り
上
げ
る
必
要
は
な
い
が
、
氏
に
つ
い
て
は
両
国
の
実
質
規
定
が
異
な
る
の
で
、
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こ
こ
で
も
問
題
の
生
ず
る
余
地
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

日
民
法
七
五

O
条
に
よ
れ
ば
夫
婦
は
い
ず
れ
か
一
方
の
氏
を
称
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
が
、
華
民
法
一

0
0
0条
に
お
い
て
は
、
妻
は
原
則
と
し
て
夫
の
氏
を
冠
す
る
も
の
の
、
入
夫
婚
の
場
合
は
夫
が
妻
の
氏
を
冠
し
、

ま
た
例
外
と
し
て
当
事
者
間
で
自
由
に
と
り
き
め
ら
れ
る
の
で
、
事
実
上
の
制
限
は
な
い
に
ひ
と
し
い
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
人
を
当
事

者
と
す
る
婚
姻
に
よ
る
氏
の
変
更
は
、
中
華
民
国
で
は
こ
と
さ
ら
に
問
題
と
な
ら
な
い
が
、
中
国
人
を
当
事
者
と
す
る
婚
姻
に
よ
る
氏
の

問
題
は
、
日
本
に
お
い
て
夫
婦
の
い
ず
れ
か
一
方
を
称
す
る
場
合
を
除
い
て
は
、
実
務
の
取
扱
上
予
期
さ
れ
な
い
困
難
が
あ
ろ
う
。

な
お
婚
姻
の
財
産
的
効
力
、
す
な
わ
ち
夫
婦
財
産
制
に
つ
い
て
は
と
く
に
判
例
が
な
い
の
で
省
略
す
る
。

臼肇渉外身分法に関する若干の問題

(

1

)

山
田
三
良
・
国
際
私
法
一
七
七
頁
参
照
。

(

2

)

洪
・
国
際
私
法
二
二
六
頁
参
照
。
し
か
し
、
別
に
公
序
に
よ
る
一
般
的
排
除
規
定
(
適
用
法
二
五
条
〉
が
存
在
す
る
の
で
、
そ
の
設
置
理
由
は
疑
わ
し

(

3

)

洪
前
掲
参
照
。
理
論
的
に
い
え
ば
、
婚
姻
生
活
の
本
拠
地
を
婚
姻
の
効
力
の
準
拠
法
決
定
の
連
結
索
と
み
な
し
、
通
常
婚
の
場
合
は
夫
を
中
心
と
し
、

入
夫
婚
の
場
合
に
は
妻
を
中
心
と
し
て
婚
姻
生
活
が
営
な
ま
れ
る
の
で
、
準
拠
法
の
決
定
に
際
し
て
性
別
に
よ
る
不
平
等
は
存
在
し
な
な
い
、
と
す
る
も

の
で
あ
ろ
う
。

、ノ

〈

4
)

昭
和
二
八
年
八
月
二

O
日
、
昭
和
二
八
年
家
五
五
二
五
号
東
京
家
裁
審
判
、
国
私
例
集
五
一
七
頁
。

、hノ

(

5

)

昭
和
三
五
年
六
月
七
日
、
昭
和
三
四
年
タ
一

O
O号
大
阪
地
裁
判
決
、
判
例
時
報
二
四
一
号
三
六
頁
。

/
{
、

(

6

)

戸
籍
法
中
の
氏
に
関
す
る
規
定
は
外
国
人
に
対
し
て
適
用
さ
れ
な
い
(
平
賀
・
渉
外
戸
籍
法
・
戸
籍
実
務
読
本
五
九
四
頁
以
下
参
照
)
が
、
前
掲
(
5
〉

の
判
例
に
お
い
て
も
、
そ
の
是
非
は
さ
て
お
き
、
氏
は
離
婚
の
際
の
管
轄
裁
判
所
を
定
め
る
基
準
と
さ
れ
て
い
る
o

本
件
は
た
ま
た
ま
妻
が
夫
の
氏
を
称

し
て
い
た
場
合
に
あ
た
る
の
で
、
人
訴
一
条
一
一
項
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
夫
ま
た
は
奏
の
氏
を
称
す
る
以
外
の
場
合
に
は
困
難
で
あ
ろ
う
。

(

7

)

が
ん
ら
い
中
華
民
国
で
は
、
夫
婦
問
に
お
い
て
夫
婦
財
産
契
約
を
締
結
す
る
習
慣
が
な
く
、
ま
た
、
現
在
こ
れ
に
関
す
る
登
記
制
度
そ
の
他
の
法
規
も

整
備
さ
れ
て
お
ら
ず
、
論
及
す
る
実
益
に
乏
し
い
(
戴
炎
輝
・
中
華
民
国
婚
姻
法
・
新
比
較
婚
姻
法

I
一
三
五
頁
参
照
)

0
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説

離

婚

論

法
例
は
離
婚
に
つ
い
て
夫
の
本
国
法
主
義
を
原
則
と
し
、
離
婚
原
因
に
つ
い
て
だ
け
夫
の
本
国
法
主
義
に
加
え
て
法
廷
地
法
主
義
を
折

哀
採
用
し
て
い
る
(
法
例
一
六
条
〉
。
と
こ
ろ
が
中
華
民
国
の
国
際
私
法
は
、

僅
か
に
離
婚
原
因
に
つ
い
て
だ
け
、

夫
の
本
国
法
お
よ
び

法
廷
地
法
の
折
衷
主
義
を
採
っ
て
お
り

(
適
用
法
一
四
条
〉
、

離
婚
一
般
に
つ
い
て
な
ん
ら
ふ
れ
て
い
な
い
。
適
用
法
は
旧
条
例
と
く
ら

ベ
、
準
拠
法
決
定
の
時
点
を
従
来
の
離
婚
原
因
発
生
時
か
ら
起
訴
時
に
改
め
、
配
偶
者
の
一
方
が
中
国
人
の
場
合
に
は
中
華
民
国
法
を
適

用
す
る
規
定
を
加
え
た
。
し
た
が
っ
て
、
離
婚
の
準
拠
法
の
適
用
範
囲
に
つ
い
て
は
疑
問
も
あ
ろ
う
が
、
解
釈
上
、
離
婚
原
因
に
つ
い
て

規
定
す
る
適
用
法
一
四
条
を
適
用
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
い
か
な
る
時
期
の
本
国
法
に
よ
る
か
の
点
に
つ
い
て
、
適
用
法
は
法
例
と
同
じ
く

離
婚
原
因
の
発
生
時
と
し
て
い
た
旧
条
例
の
基
準
を
改
め
て
起
訴
時
と
し
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
法
例
と
異
な
っ
て
離
婚
当
時
の
立

場
を
採
る
、
要
綱
試
案
第
一
七
に
一
万
さ
れ
た
結
論
か
ら
も
、
離
婚
原
因
の
発
生
時
と
し
て
い
た
点
を
改
め
た
こ
と
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。
こ

こ
で
問
題
と
な
る
の
は
適
用
法
一
四
条
但
書
の
規
定
で
あ
り
、

そ
の
内
国
婦
人
保
護
の
立
法
趣
旨
は
よ
く
理
解
で
き
る
が
、
内
国
に
お
け

る
居
住
お
よ
び
遺
棄
さ
れ
た
場
合
等
の
条
件
を
付
す
る
べ
き
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

次
に
離
婚
原
因
に
関
す
る
両
国
の
実
質
法
規
定
を
の
ベ
る
。
華
民
法
は
、
原
則
と
し
て
離
婚
に
つ
い
て
は
有
責
主
義
を
採
用
し
、
具
体

的
に
離
婚
原
因
を
列
挙
し
て
い
る
。
そ
の
事
由
は

-
O号
あ
る
が
、
日
本
の
旧
民
法
八
二
ニ
条
に
掲
げ
る
①
重
婚
②
妻
の
姦
通
③
夫
の
姦

淫
罪
④
破
廉
恥
罪
そ
の
他
の
重
罪
⑤
配
偶
者
の
虐
待
侮
辱
⑥
遺
棄
⑦
配
偶
者
の
直
系
尊
属
か
ら
の
虐
待
侮
辱
⑧
配
偶
者
の
直
系
尊
属
へ
の

虐
待
侮
辱
⑨
三
年
以
上
の
生
死
不
明
⑮
婿
養
子
婚
姻
に
お
け
る
離
婚
等
に
く
ら
べ
、
⑮
を
除
い
て
、

ω配
偶
者
の
一
方
が
他
方
の
殺
害
を

意
図
し
た
場
合

ω不
治
の
悪
疾
に
か
か
っ
た
場
合

ω重
大
な
不
治
の
精
神
病
に
か
か
っ
た
場
合
等
を
加
え
て
い
る
他
は
類
似
し
て
い
る
と

い
え
よ
う
o

こ
れ
に
対
し
て
日
本
の
現
行
民
法
七
七

O
条
一
項
は
、
旧
法
の
①

J
@守
口
リ
の
不
貞
行
為
と
し
て
包
括
し
、
④
⑤
⑦
⑤
を
抽
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象
的
離
婚
原
因
伺
に
よ
っ
て
処
理
し
、
⑥
の
遺
棄
@
の
生
死
不
明
を
そ
れ
ぞ
れ
件
侍
と
し
、
そ
の
上
に
精
神
病
を
加
え
て
い
る
。
ま
た
、

同
条
二
項
に
離
婚
棄
却
事
由
を
設
け
、
こ
れ
に
旧
民
法
八
一
四
、
八
二
ハ
、
八
一
七
条
等
の
離
婚
請
求
権
消
滅
事
由
を
含
ま
せ
て
い
る
と

解
さ
れ
る
。
し
か
し
華
民
法
は
旧
民
法
の
如
く
、
重
婚
お
よ
び
姦
通
に
つ
い
て
は
同
意
ま
た
は
宥
恕
が
あ
っ
た
場
合
、
ま
た
は
こ
れ
ら
の

事
実
を
知
っ
た
と
き
か
ら
六
ヶ
月
、
ま
た
事
実
発
生
の
時
か
ら
二
年
を
経
過
し
た
場
合
(
華
民
一

O
五
三
条
)
、
配
偶
者
の
一
方
が
三
年

ま
た
は
不
名
誉
な
罪
に
よ
っ
て
刑
の
宣
告
を
う
け
た
場
合
、
請
求
権
者
が
こ
れ
ら
の
事
実
を
知
っ
た
と
き
か

以
上
の
刑
の
宣
告
を
う
け
、

ら
一
年
、

ま
た
そ
の
事
実
の
発
生
の
時
か
ら
二
年
を
経
過
し
た
場
合
(
華
民
一

O
五
四
条
)
等
は
、

そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
離
婚
請
求
権
が

消
滅
す
る
規
定
が
あ
る
。

両
国
の
国
際
私
法
規
定
の
相
違
に
よ
っ
て
離
婚
の
際
も
っ
と
も
問
題
と
な
る
の
は
、
当
事
者
の
一
方
が
日
本
人
夫
で
、
他
方
が
中
国
人

妻
の
場
合
で
あ
る
o

こ
の
よ
う
な
離
婚
は
、
法
廷
地
が
日
本
の
場
合
に
は
日
本
法
が
準
拠
法
と
さ
れ
る
の
に
反
し
、
中
華
民
国
を
法
廷
地

と
し
た
場
合
に
は
中
華
民
国
法
が
準
拠
法
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
よ
う
な
不
一
致
は
、
離
婚
判
決
承
認
の
場
合
に
も
当
然
問
題
と
な

日華渉外身分法に関する若干の問題

る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
を
考
慮
に
い
れ
る
と
す
れ
ば
、

ハ
4
)

め
う
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
o

は
た
し
て
前
に
の
ベ
た
適
用
法
の
内
国
人
保
護
規
定
が
そ
の
所
期
の
成
果
を
収

そ
の
う
ち
の
調
停
三
件
を
除
い
て
他
は
判
決
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
う
ち
一
件
は
協
議
離
婚
の
成
否

に
つ
い
て
判
断
し
た
も
の
で
あ
る
。
裁
判
離
婚
六
件
の
う
ち
、
悪
意
の
遺
棄
に
よ
る
も
の
は
四
件
で
あ
り
、
姦
通
、
虐
待
、
悪
意
の
遺
棄
等

に
よ
る
も
の
が
一
供
で
残
る
一
的
主
一
年
以
上
ま
た
は
不
名
誉
な
罪
に
よ
る
受
刑
を
離
婚
原
因
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
離
婚
原
因
を

検
討
す
る
場
合
に
考
慮
の
払
わ
れ
る
べ
き
問
題
は
出
訴
期
間
で
あ
る
。
も
っ
と
も
件
数
の
多
い
悪
意
の
遺
棄
に
つ
い
て
は
こ
の
よ
う
な
規

判
例
は
お
よ
そ
一

O
件
あ
る
が
、

定
は
な
い
が
、
姦
通
に
つ
い
て
は
同
意
ま
た
は
宥
恕
が
あ
っ
た
り
、

ま
た
は
そ
の
事
実
を
知
っ
た
と
き
か
ら
六
ヶ
月
、

ま
た
そ
の
事
実
の

発
生
か
ら
二
年
を
経
過
し
た
場
合
は
離
婚
請
求
権
を
失
う
。
昭
和
三
七
年
一
一
月
六
日
大
阪
高
裁
の
判
決
は
、
こ
の
点
に
関
す
る
判
示
、
が
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説

ま
た
掲
載
の
事
実
関
係
だ
げ
か
ら
、
こ
の
出
訴
期
聞
を
経
過
し
た
か
否
か
は
判
明
し
な
い
。
し
か
し
、
本
件
に
つ
い
て
は
他
の

離
婚
原
因
も
併
存
す
る
の
で
、
結
果
的
に
離
婚
を
認
め
た
判
旨
は
正
当
で
あ
ろ
う
が
、
判
決
に
離
婚
原
因
と
し
て
掲
げ
る
以
上
、
こ
の

点
に
つ
い
て
も
言
及
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
O
〉
最
後
の
、
三
年
以
上
ま
た
は
不
名
誉
な
罪
に
よ
る
受
刑
を
離
婚
原
因
と
し
た
事
件
に
お
い
て

は
、
ま
さ
に
こ
の
出
訴
期
間
が
問
題
と
な
っ
た
。
前
掲
の
離
婚
原
因
は
、
こ
の
事
実
を
知
っ
た
と
き
か
ら
一
年
、
ま
た
は
そ
の
事
実
が
発

生
し
た
と
き
か
ら
五
年
経
過
す
れ
ば
離
婚
請
求
権
を
失
う
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
問
題
と
し
て
と
り
上
げ
た
昭
和
三
八
年
四
月
一

な
い
し
、

論

三
日
大
阪
地
裁
判
決
に
お
い
て
、
夫
た
る
被
告
は
同
じ
く
麻
薬
取
締
法
違
反
で
連
続
三
回
、
そ
れ
ぞ
れ
懲
役
一
年
の
刑
を
う
け
て
お
り
、

こ
の
受
刑
が
離
婚
原
因
を
構
成
す
る
か
否
か
で
あ
る
。
本
件
に
お
け
る
一
回
一
年
連
続
三
回
、
計
三
年
の
刑
が
こ
こ
に
い
う
三
年
以
上
の

刑
に
あ
た
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
疑
問
も
あ
り
、
消
極
的
に
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
不
名
誉
な
罪
に
相
当
す
る
こ
と
は
疑
い
を
い
れ

な
い
。
す
な
わ
ち
、
阿
片
吸
食
は
こ
の
不
名
誉
な
罪
に
該
当
す
る
と
の
判
例
が
あ
り
、
麻
薬
罪
は
中
華
民
国
刑
法
(
一
九
三
五
年
一
月
一

白
公
布
周
年
七
月
一
日
施
行
)
第
二

O
意
阿
片
罪
の
な
か
で
、
更
に
は
こ
れ
ら
の
罪
を
加
重
し
た
猷
乱
時
期
粛
清
煙
毒
条
例
ハ
一
九
五
五

年
六
月
三
日
公
布
同
日
施
行
〉
に
お
い
て
も
、
阿
片
罪
の
同
類
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
に
お
け
る
被
告
の
受
刑

は
こ
の
不
名
誉
な
罪
に
相
当
す
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
次
に
、
こ
れ
を
離
婚
原
因
と
す
る
離
婚
請
求
権
の
行
使
に
つ
い
て
で
あ

る
が
、
請
求
権
者
は
こ
の
事
実
を
知
っ
た
と
き
か
ら
一
年
以
内
に
離
婚
の
請
求
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
件
は
、
訴
の
提
起
に
関
す

る
限
り
既
に
こ
の
期
聞
を
経
過
し
て
い
る
が
、

し
か
し
、
こ
の
期
聞
を
経
過
し
た
と
み
ら
れ
る
離
婚
請
求
に
先
立
つ
離
婚
調
停
の
申
立
が

そ
の
一
年
以
内
に
行
な
わ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、

こ
の
際
の
家
庭
裁
判
所
に
対
す
る
申
立
が
、
華
民
法
一

O
五
二
条
一
項
本
文
に
い
う

「
法
院
に
対
す
る
離
婚
の
請
求
」
に
あ
た
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
。
中
華
民
国
に
お
い
て
も
離
婚
請
求
事
件
に
つ
い
て
は

調
停
前
置
主
義
が
採
ら
れ
て
お
り

(
華
民
訴
五
七
三
条
一
項
)
、

本
件
の
調
停
申
立
も
法
院
に
対
す
る
離
婚
の
請
求
に
あ
た
る
と
解
さ
れ

る
。
ま
た
、
こ
の
際
の
家
庭
裁
判
所
が
「
法
院
」
に
あ
た
る
か
否
か
で
あ
る
が
、
中
華
民
国
に
は
家
庭
裁
判
所
が
な
く
、
離
婚
の
調
停
も
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普
通
裁
判
所
で
行
わ
れ
る
o

し
か
し
事
物
の
管
轄
に
つ
い
て
い
か
な
る
裁
判
所
が
管
掌
す
る
か
は
法
廷
地
の
手
続
法
の
一
部
で
あ
り
、
家

庭
裁
判
所
も
こ
の
場
合
の
「
法
院
」
に
相
当
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
初

百筆渉外身分法に関する若干の問題

(

1

)

理
論
的
に
い
え
ば
、
離
婚
の
準
拠
法
に
つ
い
て
離
婚
原
因
だ
け
を
と
り
上
げ
て
規
定
し
た
こ
と
に
は
問
題
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
実
際
的
に
は
離
婚
の

準
拠
法
の
適
用
範
囲
の
う
ち
、
離
婚
の
許
容
性
も
こ
の
離
婚
原
因
の
な
か
に
含
ま
れ
る
と
解
釈
す
れ
ば
と
く
に
支
障
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
離
婚
原
因
の

他
、
た
と
え
ば
離
婚
の
機
関
、
方
法
等
も
こ
の
離
婚
原
因
と
同
じ
準
拠
法
に
よ
ら
し
め
る
と
解
釈
し
た
場
合
、
法
例
と
く
ら
べ
て
、
離
婚
原
因
以
外
に
つ

い
て
も
法
廷
地
に
よ
る
制
限
を
認
め
る
わ
け
で
あ
る
が
、
離
婚
を
許
容
す
る
中
華
民
国
法
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
日
本
に
お
い
て
も
離
婚
に
つ
い
て
は
法

廷
地
法
の
認
め
な
い
離
婚
の
機
関
、
方
法
に
よ
り
え
な
い
の
で
、
こ
れ
と
同
様
な
制
限
を
認
め
る
結
果
と
な
り
、
両
国
間
に
実
質
的
な
差
異
は
な
い
。

(

2

)

要
綱
試
案
で
は
た
ん
に
「
夫
婦
の
共
通
本
国
法
」
と
し
て
お
り
、
時
点
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
解
説
に
よ
れ
ば
、
「
現
在
の
」
つ
ま
り
「
離

婚
当
時
の
」
で
あ
り
、
さ
ら
に
「
口
頭
弁
論
終
結
当
時
の
」
と
解
さ
れ
て
い
る
(
山
田
・
村
岡
、
法
例
改
正
要
綱
試
案
(
婚
姻
の
部
)
解
説
、
法
律
時
報

資
料
版
一
回
号
二
一
一
貝
参
照
)
。

(

3

)

中
川
・
新
訂
親
族
法
二
九
九
頁
以
下
参
照
。

(

4

)

な
ぜ
な
ら
ば
、
離
婚
を
阻
止
す
る
立
場
に
た
て
ば
既
に
法
廷
地
法
に
よ
る
規
制
が
あ
り
、
ま
た
逆
に
離
婚
を
許
容
し
よ
う
と
す
る
面
か
ら
す
れ
ば
、
公

序
に
よ
る
外
国
法
の
排
除
も
考
慮
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
夫
の
本
国
法
が
日
本
法
の
場
合
に
は
、
そ
の
規
定
す
る
離
婚
原
因
か
ら
推
し
て
、

か
か
る
憂
慮
は
不
要
で
あ
る
う
。

(

5

)

昭
和
一
一
一
一
年
一
一
一
万
一
八
日
、
昭
和
三
一
年
(
家
イ
)
二
五
号
神
戸
家
裁
調
停
、
国
私
例
集
七
五
六
頁
。
昭
和
三
五
年
八
月
一
五
日
、
昭
和
三
四
年

(
家
イ
〉
一
七
二
八
号
東
京
家
裁
調
停
、
家
裁
月
報
一
三
巻
二
号
一
八
六
頁
。
昭
和
三
六
年
九
月
一
一
一
一
目
、
昭
和
三
六
年
(
家
イ
)
四
二
三
号
神
戸
家
裁

調
停
、
家
裁
月
報
一
四
巻
三
号
一
二
六
頁
。

(

6

)

昭
和
二
五
年
八
月
七
日
、
昭
和
二
五
年
(
ヨ
)
一
六
四
七
号
東
京
地
裁
判
決
、
下
級
民
集
一
巻
八
号
一
一
九
三
頁
。

(

7

)

昭
和
三
一
年
二
月
九
日
、
昭
和
三

O
年
(
タ
)
四
七
号
長
崎
地
裁
判
決
、
下
級
民
集
二
号
三

O
O頁
。
昭
和
三
二
年
四
月
二
七
日
、
昭
和
三
一
年
(
タ
)

三

O
号
神
戸
地
裁
判
決
、
下
級
民
集
八
巻
四
号
八
四
四
頁
。
昭
和
三
五
年
六
月
七
日
、
昭
和
三
四
年
〈
タ
)
一

O
O号
大
阪
地
裁
判
決
、
判
例
時
報
二
回

一
号
三
六
頁
。
昭
和
三
七
年
九
月
四
日
、
昭
和
三
七
年
(
タ
)
=
一

O
号
東
京
地
裁
判
決
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
四

O
号
三
八
九
頁
。

(
8
〉
昭
和
三
七
年
一
一
月
六
日
、
昭
和
一
一
一
一
年
(
ネ
)
一

O
八
五
・
一
一
七
八
号
大
阪
高
裁
判
決
、
下
級
民
集
二
ニ
巻
一
一
号
二
二
三
二
頁
。
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説

〈

9
)

昭
和
三
八
年
四
月
一
三
日
、
昭
和
三
三
年
(
タ
)
八
四
号
大
阪
地
裁
判
決
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
五
二
号
二
七
二
ハ
頁
ひ

(
叩
)
も
ち
ろ
ん
、
法
廷
地
に
お
い
て
こ
の
出
訴
期
間
を
訴
訟
手
続
の
問
題
と
し
て
法
性
決
定
す
れ
ば
か
よ
う
な
考
慮
を
払
う
必
要
は
な
か
ろ
う
が
、
外
国
判

決
承
認
の
段
階
で
は
依
然
と
し
て
問
題
が
残
さ
れ
よ
う
。
む
し
ろ
、
こ
の
よ
う
な
出
訴
期
聞
は
他
方
の
配
偶
者
の
、
離
婚
原
因
を
構
成
す
る
事
実
に
対
す

る
事
前
の
同
窓
、
ま
た
は
事
後
の
宥
恕
或
い
は
互
責
等
(
こ
れ
ら
を
手
続
法
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
〉
と
同
様
に
解
す
べ
き
で

あ
ろ
う
。
判
例
上
は
、
こ
れ
を
手
続
問
題
と
解
す
る
も
の
(
大
正
五
年
一
月
九
日
、
大
正
四
年
(
ネ
)
五
三
七
号
東
京
控
訴
院
判
決
、
法
律
新
聞
一

O

九
七
号
、
国
私
例
集
五
七
三
頁
)
お
よ
び
こ
れ
を
実
体
問
題
と
解
す
る
も
の
(
大
正
一

O
年
一

O
月
一
一
日
、
大
正
八
年
(
ネ
〉
コ
二
九
号
東
京
控
訴

院
判
決
、
法
律
評
論
一

O
巻
諸
法
四
八
八
頁
、
国
私
例
築
五
八

O
頁
)
が
あ
る
。

(
日
)
最
高
法
院
民
国
三
三
年
上
字
三
四

O
六
号
、
最
高
法
院
判
例
要
旨
二

O
七
頁
参
照
。

(
ロ
)
な
お
、
審
判
に
よ
る
離
婚
を
認
め
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
が
(
戴
炎
輝
・
中
華
民
国
婚
姻
法
・
新
婚
相
刑
法

I
五
三
頁
〉
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
中
華
民

国
に
お
い
て
審
判
を
求
め
る
場
合
を
指
す
も
の
と
み
ら
れ
、
協
議
・
調
停
離
婚
を
認
め
る
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
日
本
の
裁
判
所
に
よ
る
審
判
を
全
面
的
に

拒
否
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。

日稔

四

離

婚

の

効

力

一
般
的
に
法
例
一
六
条
を
適
用
す
る
が
、
中
華
民
国
の
国
際
私
法
は
明

文
の
規
定
が
な
か
っ
た
従
来
の
旧
条
例
を
改
め
、
新
た
に
適
用
法
一
五
条
(
離
婚
の
効
力
は
夫
の
本
国
法
に
よ
る

ω外
国
人
の
妻
で
あ
っ

て
も
ま
だ
中
華
民
国
の
国
籍
を
喪
失
し
な
い
場
合
、
ま
た
は
外
国
人
が
中
華
民
国
国
民
の
入
夫
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
離
婚
の
効
力
は

中
華
民
国
の
法
律
に
よ
る
)
の
規
定
を
設
け
た
。
こ
の
第
二
項
の
規
定
は
、
そ
の
立
法
趣
旨
に
お
い
て
婚
姻
の
効
力
を
定
め
た
規
定
と
全

く
同
様
で
あ
る
。
ま
た
新
た
に
本
項
を
設
け
た
こ
と
に
よ
り
、
両
国
間
に
お
い
て
、
日
本
人
男
の
妻
が
中
国
人
女
で
あ
る
場
合
や
、

日
本
に
お
け
る
離
婚
の
効
力
の
準
拠
法
い
か
ん
に
つ
い
て
は
、

人
男
が
中
国
人
女
の
入
夫
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
法
廷
地
が
両
国
の
い
ず
れ
に
あ
る
か
に
よ
っ
て
離
婚
の
効
力
の
準
拠
法
が
異
な
っ
て
く

る
。
し
か
し
、
離
婚
に
関
す
る
前
掲
判
例
は
い
ず
れ
も
中
国
人
夫
と
日
本
人
妻
の
場
合
で
あ
る
の
で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
と
く
に
問
題

北法17(3・60)434-
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こ
の
準
拠
法
の
適
用
範
囲
は
日
本
で
も
い
ろ
い
ろ
と
、
論
議
さ
れ
て
い
る
が
、
中
華
民
国
に
お
い
て
は
、
離
婚
の
際
の
子
の
監
護
教

養
、
夫
婦
の
一
方
の
損
害
賠
償
請
求
、
扶
養
料
、
民
の
変
更
等
を
含
め
て
い
る
。

離
婚
の
付
随
的
効
果
に
ふ
れ
た
判
例
七
件
の
う
ち
、
調
停
が
三
件
あ
り
、
こ
れ
に
は
準
拠
法
の
判
断
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
に
現

わ
れ
た
付
随
的
効
果
と
み
ら
れ
る
事
項
と
し
て
は
、
慰
霜
料
の
請
求
、
子
の
扶
養
な
ら
び
に
子
の
親
権
者
、
監
護
者
の
指
定
等
が
あ
る
。
慰

籍
料
の
請
求
に
つ
い
て
は
、
準
拠
法
の
判
断
を
な
し
て
い
る
二
件
と
も
不
法
行
為
と
し
て
の
法
性
決
定
を
下
し
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
準

拠
法
は
不
法
行
為
地
た
る
日
本
の
法
律
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
中
華
民
国
法
上
の
解
釈
と
し
て
は
、
通
常
の
不
法
行
為
を

構
成
す
る
に
い
た
る
程
度
の
損
害
賠
償
に
つ
き
、

不
法
行
為
に
基
づ
い
て
請
求
で
き
る
こ
と
は
疑
い
を
い
れ
な
い
が
、

一
般
的
な
離
婚
に

日華渉外身分法に関する若干の問題

よ
る
損
害
賠
償
に
つ
い
て
は
離
婚
の
効
力
の
準
拠
法
を
適
用
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
中
華
民
国
法
に
従
え
ば
、
離
婚
に
よ
っ
て
財
産
上
の
損

害
を
蒙
っ
た
当
事
者
は
、
離
婚
原
因
の
事
実
発
生
に
つ
い
て
過
失
の
あ
る
他
方
の
当
事
者
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き

る
(
華
民
一

O
五
六
条
一
項
)

o

ま
た
、
非
財
産
上
の
損
害
に
つ
い
て
も
被
害
者
は
相
当
額
の
賠
償
を
請
求
し
う
る
が
、
こ
の
場
合
に
は

被
害
者
が
無
過
失
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
(
華
民
一

O
五
六
条
二
項
)
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
日
本
に
お
け
る
前
掲
の
慰
籍

料
請
求
に
つ
い
て
は
、
、
判
決
が
離
婚
の
効
力
の
準
拠
法
、
ま
た
は
不
法
行
為
の
そ
れ
に
よ
っ
た
場
合
で
あ
ろ
う
と
、

一
応
、
中
華
民
国

で
は
認
め
ら
れ
よ
う
。
(
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
が
直
ち
に
執
行
判
決
の
付
与
と
は
結
び
つ
か
な
い
で
あ
ろ
う
が
〉
O

離
婚
後
の
子
の
扶
養
を
離
婚
の
効
力
の
準
拠
法
に
よ
ら
し
め
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
が
、
と
く
に
こ
の
点
に
つ
い
て
判
断
を
下
し
た
判

例
は
な
く
、
二
件
と
も
調
停
事
件
で
あ
る
。
離
婚
後
の
子
の
扶
養
に
つ
い
て
、
華
民
法
は
と
く
に
明
文
の
規
定
を
設
け
て
い
な
い
。
し
か

し
、
解
釈
上
、
協
議
離
婚
た
る
と
ま
た
裁
判
離
婚
た
る
を
問
わ
ず
、
離
婚
の
際
に
定
め
る
べ
き
事
項
と
さ
れ
て
い
る
。

判
決
に
よ
る
離
婚
事
件
五
件
の
う
ち
、
離
婚
の
際
の
子
の
取
扱
い
に
つ
れ
て
ふ
れ
な
か
っ
た
一
件
を
除
き
、
二
件
は
法
例
一
六
条
に
よ

北法17(3・61)435



説:

り
監
護
者
の
指
定
を
、

一
向
除
法
例
二

O
条
に
よ
り
同
じ
く
監
護
者
を
指
定
し
、
残
る
一
件
〈
町
一
六
条
ま
た
は
二

O
条
の
い
ず
れ
に
よ
+

た
か
不
明
で
あ
る
が
、
監
護
人
な
ら
び
に
親
権
者
を
指
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
前
述
の
如
く
、
中
華
民
国
法
は
離
婚
の
際
の
子
の
監
護
者

五命

の
指
定
を
離
婚
の
効
力
と
解
し
て
い
る
が
、
離
婚
の
際
の
子
の
取
扱
い
に
ふ
れ
た
四
件
は
い
ず
れ
も
犬
の
本
国
法
が
父
の
本
国
法
と
一
致

す
る
場
合
で
あ
り
、
こ
れ
を
親
子
関
係
の
準
拠
法
に
よ
ら
し
め
て
も
、
結
果
的
に
か
わ
り
が
な
い
。
華
民
法
に
は
親
権
者
指
定
に
関
す
る

日
本
の
判
例
は
調
停
の
場
令
を
含
め
て
三
件
が
親
権
者
を
指
定
し
、
そ
の
う
ち
一
件
を
除
い
て
他
の
二
件
は
い

明
文
の
規
定
は
な
い
が
、

ず
れ
も
監
護
者
を
併
せ
て
指
定
し
て
い
る
。
中
華
民
国
法
上
、
離
婚
の
際
に
子
の
親
権
者
を
指
定
し
う
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
疑
問
も
あ

ろ
う
が
、
消
極
的
に
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
華
民
法
に
お
い
て
は
、
日
本
民
法
に
お
け
る
離
婚
の
際
に
指
定
さ
れ
た
親
権

者
が
排
他
的
な
親
権
を
行
使
し
、
そ
の
死
亡
の
時
に
は
後
見
が
開
始
す
る
、
意
味
で
の
親
権
者
指
定
の
概
念
は
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
中
華
民
国
法
が
準
拠
法
と
さ
れ
る
場
令
に
は
監
護
者
の
指
定
が
あ
れ
ば
足
り
る
。

ハ
1
V

林
脇
・
ジ
旦
リ
ス
ト
一
ニ

O
五
号
八
八
頁
所
掲
文
献
参
照
。

(

2

)

洪
・
国
際
私
法
一
四
四
頁
参
照
。

(

3

)

前
掲
昭
和
三
二
年
一
二
月
一
八
日
神
戸
家
裁
調
停
、
昭
和
三
五
年
八
月
一
五
日
東
京
家
裁
調
停
、
昭
和
三
六
年
九
月
二
二
日
神
戸
家
裁
調
停
。

(

4

)

前
掲
昭
和
三
二
年
四
月
二
七
日
神
戸
地
裁
判
決
、
昭
和
三
七
年
一
一
月
六
日
大
阪
高
裁
判
決
。

ハ
5
〉
こ
の
際
の
過
失
と
は
、
当
事
者
の
一
方
が
他
方
の
損
害
発
生
に
対
し
て
過
失
の
あ
る
こ
と
や
、
他
方
に
加
え
ら
れ
た
行
為
に
つ
い
て
の
過
失
を
指
す
の

で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
離
婚
原
因
の
発
生
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
過
失
を
指
す
も
の
で
あ
る
(
戴
・
親
属
法
一
九

O
頁
参
照
)
。

(
6
〉
前
掲
昭
和
三
五
年
八
月
一
五
日
東
京
家
裁
調
停
、
昭
和
三
六
年
九
月
二
二
日
神
戸
家
裁
調
停
。

(

7

)

戴
・
前
掲
一
八
七
頁
参
照
。

(
8
〉
前
掲
昭
和
三
七
年
九
月
四
日
東
京
地
裁
判
決
。

ハ
9
〉
前
掲
昭
和
三
五
年
六
月
七
日
大
阪
地
裁
判
決
、
昭
和
三
七
年
一
一
月
六
日
大
阪
高
裁
判
決
。

ハ
叩
)
前
掲
昭
和
三
二
年
四
月
二
七
日
神
戸
地
裁
判
決
。
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八

日

〉

(

臼

)

ハ
臼
)

〈

U
〉

(

日

〉

前
掲
昭
和
三
八
年
四
月
一
三
日
大
阪
地
裁
判
決
b

前
掲
昭
和
=
二
年
一
二
月
一
八
日
神
戸
家
裁
調
停
。

前
掲
昭
和
三
五
年
八
月
一
五
日
東
京
家
裁
調
停
、
昭
和
三
八
年
四
月
一
三
日
大
阪
地
裁
判
決
。

神
谷
・
家
族
法
大
系

E
・
離
婚
二
三
頁
参
照
。

欧
・
ジ
ユ
リ
λ

ト
三
二
七
号
二
一
六

t
七
頁
参
照
。

五

婚
姻
事
件
の
裁
判
管
轄
権

婚
姻
の
無
効
お
よ
び
取
消
の
裁
判
管
轄
権
に
つ
い
て
は
、
両
国
と
も
こ
れ
を
離
婚
の
裁
判
管
轄
権
に
準
じ
て
取
扱
っ
て
い
る
の
で
~
こ

こ
で
併
せ
て
の
ベ
る
。
日
本
に
お
い
て
は
こ
の
点
に
関
す
る
明
文
の
規
定
が
な
く
、
最
近
の
判
例
に
よ
っ
て
一
応
そ
の
原
則
が
確
立
さ
れ

た
よ
う
で
あ
る
が
、
中
華
民
国
で
は
こ
れ
を
「
法
域
管
轄
の
衝
突
」
と
し
て
論
じ
て
お
り
、
準
拠
法
決
定
の
段
階
に
お
け
る
属
人
法
の
基

準
に
つ
い
て
本
国
法
主
義
を
採
る
立
場
と
は
そ
の
軌
を
一
に
し
な
い
。

日華渉外身分法に関する若干の問題

中
華
民
国
に
お
い
て
婚
姻
事
件
に
関
す
る
裁
判
管
轄
権
を
定
め
た
直
接
の
規
定
は
、
旧
条
例
に
も
、
ま
た
現
行
の
適
用
法
に
も
み
あ
た

ら
な
い
。
一
般
に
、
裁
判
管
轄
権
は
民
事
訴
訟
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
て
お
り
、
国
際
私
法
改
正
の
際
に
も
問
題
と
な
ら
な

か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
婚
姻
事
件
の
裁
判
管
轄
権
に
つ
い
て
は
、

一
般
の
内
国
事
件
の
場
合
と
同
じ
く
、
民
事
訴
訟
法
(
一
九
三
五
年
二

月
一
日
公
布
、
同
年
七
月
一
日
施
行
)
五
六
四
条
を
適
用
す
る
(
華
民
訴
五
六
四
条
、
婚
姻
無
効
ま
た
は
婚
姻
の
取
消
、
婚
姻
成
否
の
確

認
お
よ
び
離
婚
ま
た
は
夫
婦
同
居
の
訴
は
、
夫
の
住
所
地
ま
た
は
そ
の
死
亡
時
に
お
け
る
住
所
地
の
裁
判
所
の
管
轄
に
専
属
汁
る
。

ω夫

川

w
夫
ま
た
は

が
中
華
民
国
に
住
所
も
な
く
ま
た
は
不
明
の
場
合
は
、
第
一
条
第
二
項
の
規
定
を
準
用
し
て
前
項
の
住
所
地
を
定
め
る
。

妻
が
中
華
民
国
人
で
あ
り
前
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
管
轄
裁
判
所
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
1
、
首
都
所
在
地
の
裁
判
所
が
管
轄

す
る
。
同
法
一
条
、

ω
被
告
が
現
に
中
華
民
国
に
住
所
を
有
し
な
い
か
ま
た
は
住
所
が
不
明
の
場
合
は
、
中
華
民
国
に
あ
る
居
所
を
そ
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説

の
住
所
と
み
な
し
、
居
所
を
有
し
な
い
か
ま
た
は
居
所
が
不
明
の
場
合
は
、
そ
の
中
華
民
国
に
お
け
る
最
後
の
住
所
を
そ
の
住
所
と
み
な

す
)

0

」
の
規
定
に
よ
れ
ば
、

婚
姻
事
件
に
つ
い
て
の
裁
判
管
轄
権
は
原
則
と
し
て
夫
の
住
所
地
固
に
専
属
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
ま

そ
の
居
所
、

;命

た
犬
の
住
所
が
な
い
場
合
で
も
、

ま
た
は
最
後
の
住
所
が
中
華
民
国
に
あ
れ
ば
、
中
華
民
国
裁
判
所
が
裁
判
管
轄
を
有
す

る
。
例
外
と
し
て
婚
姻
当
事
者
の
一
方
が
中
華
民
国
人
で
あ
り
、
夫
の
住
所
、
居
所
、
最
後
の
住
所
も
な
い
場
合
に
は
、
首
都
所
在
地
の

裁
判
所
が
管
轄
す
お
ω

こ
の
規
定
を
国
際
的
裁
判
管
轄
に
そ
の
ま
ま
妥
当
す
る
も
の
と
し
て
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
婚
姻
当
事
者
の
-
方
た

る
夫
が
中
華
民
国
に
住
所
、
居
所
ま
た
は
最
後
の
住
所
を
有
す
る
限
り
、
中
華
民
国
の
裁
判
管
轄
権
、
か
認
め
ら
れ
る
に
反
し
、
他
方
の
当
事

者
た
る
妻
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
中
華
民
国
人
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
な
ん
ら
裁
判
管
轄
権
決
定
の
基
準
と
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
点
に

つ
い
て
は
疑
問
も
あ
ろ
う
ル
氾
し
か
し
、
妻
が
夫
を
相
手
取
り
中
華
民
国
に
お
い
て
婚
姻
事
件
の
訴
を
提
起
す
る
以
上
、
ほ
と
ん
ど
は
こ

れ
に
該
当
す
る
場
合
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
o

ま
た
、
外
国
人
た
る
夫
が
中
華
民
国
に
最
後
の
住
所
さ
え
も
な
い
場
合
、
か
り
に
外
国
人

妻
が
中
華
民
国
に
居
住
し
て
い
て
も
、
こ
れ
に
対
し
、
裁
判
管
轄
権
を
認
め
て
救
済
す
る
必
要
が
あ
る
か
ど
う
か
は
、
す
こ
ぶ
る
疑
わ
し

ぃ
。
む
し
ろ
、
消
極
的
に
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
婚
姻
当
事
者
の
一
方
が
中
華
民
国
人
で
あ
る
場
合
に
は
、

い
ず
れ
に
せ
よ
、
中
華

民
国
の
裁
判
所
が
管
轄
権
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
当
否
は
さ
て
お
き
、
他
方
当
事
者
が
夫
婦
の
い
ず
れ
で
あ
る
と
、

ま
た
原
被

告
た
る
を
問
わ
な
い
点
で
、

一
概
に
一
方
的
な
内
国
人
保
護
の
規
定
と
は
い
い
き
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
規
定
が
夫
の
住

所
地
国
の
管
轄
権
を
排
除
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
を
合
目
的
的
に
解
す
る
な
ら
ば
、
婚
姻
当
事
者

の
一
方
が
内
国
人
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
裁
判
管
轄
権
を
認
め
る
場
合
は
あ
く
ま
で
も
例
外
的
で
あ
り
、
原
則
的
な
裁
判
管
轄
に
よ

っ
て
救
済
を
う
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ま
た
は
困
難
で
あ
っ
て
、
こ
の
本
国
の
管
轄
権
を
認
め
な
け
れ
ば
、
著
し
く
正
義
衡
平
の
原
則
に

反
す
る
場
合
に
限
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

婚
姻
事
件
に
関
す
る
判
例
の
う
ち
、

そ
の
裁
判
管
轄
権
に
つ
い
て
判
示
し
た
も
の
は
二
件
(
昭
和
二
九
年
八
月
二
四
日
東
京
地
裁
判
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決
、
昭
和
三
五
年
一
二
月
九
日
大
阪
地
裁
判
決
)
あ
り
、
い
ず
れ
も
日
本
在
住
の
日
本
人
妻
よ
り
中
華
民
国
人
夫
を
被
告
と
し
て
提
起
さ
れ

た
婚
姻
無
効
確
認
請
求
事
件
で
あ
る
。
判
旨
は
い
ず
れ
も
原
告
の
国
籍
お
よ
び
住
所
を
基
準
と
し
て
裁
判
管
轄
権
を
肯
定
し
て
い
る
が
、

前
者
は
被
告
が
日
本
に
最
後
の
住
所
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
場
合
で
あ
り
、
後
者
は
被
告
が
現
に
日
本
に
住
所
を
有
す
る
場
合
で
あ

り
、
と
も
に
前
掲
中
華
民
国
の
裁
判
管
轄
を
定
め
た
原
則
に
反
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
離
婚
事
件
に
つ
い
て
判
示
し
た
も
の
は
三
件

(
①
昭
和
三
一
年
二
月
九
日
長
崎
地
裁
判
決
、
②
昭
和
三
五
年
六
月
七
日
大
阪
地
裁
判
決
、
③
昭
和
三
七
年
一
一
月
六
日
大
阪
高
裁
判

決
)
あ
り
、
い
ず
れ
も
被
告
た
る
夫
が
中
華
民
国
人
の
場
合
で
あ
る
。
判
旨
は
そ
れ
ぞ
れ
①
夫
が
所
在
不
明
で
あ
り
、
か
つ
原
告
た
る
妻
が

遺
棄
さ
れ
日
本
に
永
住
の
意
思
を
も
っ
て
正
当
な
住
所
を
設
け
て
い
る
の
で
、
原
告
の
住
所
地
に
管
轄
を
認
め
て
い
る
②
妻
が
悪
意
の
遺

棄
に
よ
り
、
夫
の
日
本
に
お
け
る
住
所
が
推
定
さ
れ
る
か
少
く
と
も
最
後
の
住
所
を
有
す
る
の
で
、
最
後
の
住
所
地
固
に
管
轄
権
を
認
め

る
③
原
則
と
し
て
被
告
の
住
所
地
固
に
管
轄
権
が
あ
る
が
、
原
告
が
遺
棄
さ
れ
た
場
合
に
は
原
告
の
住
所
地
国
の
管
轄
権
を
認
め
る
、
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
③
は
原
告
が
中
華
民
国
人
、
①
②
は
日
本
人
の
場
合
で
あ
る
。
②
③
は
い
ず
れ
も
被
告
が
日
本
に
住
所
を
有

日華渉外身分法に関する若干の問題

す
る
か
、
も
し
く
は
日
本
に
最
後
の
住
所
を
有
す
る
場
合
で
あ
り
、
前
掲
中
華
民
国
の
裁
判
管
轄
に
関
す
る
規
定
に
も
抵
触
し
な
い
。
し

か
し
、
①
は
被
告
の
日
本
に
お
け
る
住
所
を
擬
制
で
き
な
い
場
合
で
あ
り
、
疑
問
も
あ
ろ
う
が
、
華
民
訴
五
六
四
条
三
項
の
規
定
か
ら
推

し
て
、
悪
意
の
遺
棄
に
よ
る
場
合
の
例
外
と
し
て
原
告
の
本
国
の
管
轄
権
も
認
め
ら
れ
よ
う
。
ま
に
、
裁
判
管
轄
権
に
つ
い
て
の
判
示
が

な
い
他
の
婚
姻
事
件
三
件
に
つ
い
て
も
、
相
手
方
た
る
中
華
民
国
人
男
の
住
所
が
日
本
に
在
る
場
合
で
あ
る
の
で
、
裁
判
管
轄
権
を
肯
定

し
た
こ
と
に
つ
い
て
と
く
に
問
題
は
な
い
。
同
じ
く
、

こ
の
点
に
関
す
る
判
示
の
な
い
離
婚
請
求
事
件
は
三
件
ハ
①
昭
和
三
二
年
四
月
二

七
日
神
戸
地
裁
判
決
、
②
昭
和
三
七
年
九
月
四
日
東
京
地
裁
判
決
、
③
昭
和
三
八
年
四
月
二
二
日
大
阪
地
裁
判
決
〉
あ
り
、
他
は
す
べ
て
調

停
事
件
で
あ
っ
て
、
当
事
者
の
住
所
が
い
ず
れ
も
日
本
に
在
る
と
考
え
ら
れ
る
場
合
で
あ
る
。
前
掲
三
件
は
い
ず
れ
も
原
被
告
と
も
に
中

華
民
国
人
の
場
合
で
あ
る
。
し
か
し
、
②
は
原
被
告
と
も
に
日
本
に
住
所
を
有
す
る
の
で
問
題
は
な
く
、
①
@
は
日
本
に
最
後
の
住
所
を
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説

有
す
る
夫
が
生
死
不
明
で
あ
り
、
か
っ
悪
意
の
遺
棄
の
場
合
に
あ
た
る
の
で
、
こ
れ
ま
た
前
掲
華
民
訴
の
規
定
と
抵
触
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

論

(

1

)

法
例
改
正
要
綱
試
案
〈
婚
姻
の
部
)
第
八
、
華
民
訴
五
六
四
条
等
参
照
。

(

2

)

最
高
裁
昭
和
三
九
年
三
月
二
五
日
、
昭
和
三
七
年
(
オ
〉
四
四
九
号
判
決
、
判
例
時
報
三
六
六
号
一
一
一
具
、
民
集
一
八
巻
三
号
四
八
六
頁
、
江
川
・
ジ

ユ
リ
九
ト
三

O
三
号
九
四
頁
、
最
高
裁
昭
和
三
九
年
四
月
九
日
、
昭
和
三
六
年
〈
オ
)
九
五
七
号
判
決
、
家
裁
月
報
一
六
巻
八
号
七
八
頁
、
本
件
の
控
訴

審
に
つ
い
て
は
池
原
・
ジ
ユ
リ
ス
ト
一
一
六
一
号
一
一
九
頁
参
照
。

(

3

)

翠
楚
・
国
際
私
法
綱
要
一
八
九
頁
以
下
参
照
。

(

4

)

一
般
的
に
妥
は
夫
と
そ
の
住
所
お
よ
び
居
所
を
と
も
に
す
る
場
合
が
多
い
の
で
、
国
籍
主
義
を
排
除
し
て
属
地
主
義
を
採
用
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る

(
呉
学
義
・
民
事
訴
訟
法
要
論
二
七
二
頁
、
な
お
翠
楚
前
掲
一
九
五
頁
参
照
)
。

(
5
〉
洪
・
国
際
私
法
二
八

J
九
頁
、
呉
学
義
前
掲
参
照
。

(

6

)

双
方
の
当
事
者
が
と
も
に
外
国
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
条
三
項
の
適
用
は
な
い
(
呉
前
掲
〉
。

〈
7
〉
華
民
法
上
に
お
け
る
夫
優
位
の
部
分
は
、
夫
婦
関
係
に
つ
い
て
は
一

0
0
0条
、
一

O
O
二
条
、
一

O
一
八
条
、
一

O
三
二
条
、
一

O
四
三
条
、
一

O

一
九
条
、
一

O
一
七
条
二
項
三
項
、
子
に
対
す
る
関
係
で
は
一

O
六

O
条、

-
O五
九
条
、
一

O
八
八
条
、
一

O
八
九
条
、
一

O
五
一
条
、
一

O
五
二

条
、
親
族
の
関
係
に
つ
い
て
は
九
七
一
条
、
一
一
一
一
一
一
条
二
項
等
が
あ
る
o

裁
判
管
轄
に
つ
い
て
の
規
定
も
こ
の
よ
う
な
夫
の
優
位
を
反
映
し
た
も
の
で

あ
ろ
う
が
、
現
行
適
用
法
が
と
く
に
そ
の
改
正
の
際
に
指
針
と
し
た
両
性
平
等
の
立
岨
明
か
ら
す
れ
ば
不
当
で
あ
ろ
う
。

(
8
〉
前
掲
昭
和
二
九
年
二
月
六
日
大
阪
家
裁
堺
支
部
審
判
、
昭
和
二
九
年
八
月
二
七
日
横
浜
家
裁
横
須
賀
支
部
審
判
、
昭
和
三
三
年
一
一
月
一

O
日
神
戸
家

裁
審
判
。

~ 

ノ、

外
国
判
決
の
承
認

日
本
に
お
け
る
婚
姻
事
件
に
関
す
る
外
国
判
決
の
承
認
に
つ
い
て
は
、

外
国
判
決
の
承
認
一
般
に
関
す
る
民
訴
二

O
O
条

と

は

別

に
、
特
別
な
規
定
を
設
け
る
必
要
の
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
(
要
綱
試
案
第
二
一
)
。

こ
れ
は
そ
の
ま
ま
、

認
に
つ
い
て
は
民
訴
二

O
O条
が
無
条
件
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
行
。
中
華
民
国
に
お
い
て
は
管
轄
権
の

」
の
種
の
判
決
の
承

北法17(3・66)440



場
合
に
一
示
さ
れ
た
よ
う
に
L

抵
触
法
以
外
に
つ
い
て
は
適
用
法
に
も
し
か
る
べ
き
規
定
が
な
い
の
で
、
訴
訟
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

他
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
原
則
と
し
て
婚
姻
事
件
に
関
す
る
外
国
判
決
の
承
認
は
、
外
国
判
決
の
承
認
に
関
す
る
一
般
的
規

定
で
あ
る
華
民
訴
四

O
一
条
が
適
用
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
外
国
判
決
に
関
す
る
両
国
の
規
定
は
必
ら
ず
し
も
一
致
し
な
い
が
、
か
な
り
類

日
本
に
お
い
て
民
訴
二

O
O条
が
そ
の
ま
ま
適
用
さ
れ
な
い
と
の
前
提
に
立
っ
て
、
要
綱
試
案
を
代
表
的
立

似
し
て
い
る
o

こ
こ
で
は
、

場
と
し
て
の
べ
た
い
。
婚
姻
に
関
す
る
外
国
判
決
承
認
の
要
件
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
確
定
判
決
で
あ
る
こ
と
を
除
き
、
①
裁

判
管
轄
権
②
応
訴
の
機
会
③
公
序
④
承
認
国
の
国
際
私
法
の
定
め
る
準
拠
法
の
考
慮
⑤
相
互
主
義
等
で
あ
る
。
以
下
そ
れ
ぞ
れ
の
要
件
に

つ
い
て
検
討
す
る
o

こ
れ
は
判
決
を
言
渡
し
た
国
の
裁
判
所
が
当
該
事
案
に
つ
い
て
管
轄
権
を
も
つ
か
ど
う
か
で
あ
る
o

要
綱
試
案

と
さ
れ
、
従
来
の
民
訴
二

O
O条
一
号
の
規
定
を
さ

ω
裁
判
管
轄
権
。

第
二
一
に
お
い
て
は
仰
管
轄
権
を
有
す
る
国
の
裁
判
所
の
し
た
判
決
で
あ
る
こ
と
、

ら
に
明
確
に
し
た
o

華
民
訴
で
は
、
中
華
民
国
の
法
律
に
よ
れ
ば
外
国
裁
判
所
が
管
轄
権
を
有
す
る
場
合
で
あ
り
、
条
約
に
よ
る
場
合
に

日華渉外身分法に関する若干の問題

つ
い
て
の
規
定
は
な
い
が
、
同
様
に
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ω

こ
の
要
件
は
敗
訴
の
被
告
が
正
当
な
応
訴
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
た
か
否
か
に
つ
い
て
で
あ
る
。
要
綱
試
案
第

一
二
例
で
は
、
こ
の
要
件
を
規
定
し
て
い
る
民
訴
二

O
O条
二
号
を
そ
の
ま
ま
採
り
い
れ
て
い
る
。
華
民
訴
四

O
一
条
二
号
も
こ
の
要
件

を
認
め
て
お
り
、
こ
の
際
の
送
達
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
ド
イ
ツ
国
際
婚
姻
法
改
正
案
要
綱
の
外
国
判
決
の
項
、
二
号
と
同
じ
く
、
中
華

民
国
の
司
法
共
肪
に
よ
る
送
達
の
場
合
を
加
え
て
い
る
。

応
訴
の
機
会
。

北法17(3・67)441

司
法
共
助
に
よ
る
送
達
も
こ
こ
に
い
う
送
達
に
含
ま
れ
る
も
の
と
解
す
れ
ば
、
問
題
は
両
国
間
に
司
法
共
助
が
で
き
る
か
ど
う
か
で
あ

「
外
国
裁
判
所
ノ
嘱
託
一
一
因
ル
共
助
法
」
〈
明
治
三
八
年
三
月
一
三
日
法
律

る
。
両
国
間
の
司
法
共
助
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
日
本
で
は

第
六
三
号
、
改
正
明
治
四
五
年
三
月
二
九
日
法
律
七
号
、
昭
和
二
二
年
三
月
二
二
日
法
律
一
七
号
)
、
中
華
民
国
で
は
「
民
事
協
助
弁
法
」



説

(

一

九

二

六

年

三

月

二

七

日

前

北

京

司

法

部

公

布

同

日

施

行

)

、

(

一

九

六

三

年

四

月

二

五

日

公

布

同

日

と
も
に
相
互
主
義
を
採
っ
て
い
る
0

〉
両
国
間
の
司
法
共
助
は
、
平
和
条
約
の
発
効
後
、
昭
和
二
七
年
に
開
始
さ
れ
た
。

「
外
国
法
院
委
託
事
件
協
助
法
」

施
行
)
が
あ
り
、

論

こ
の
よ
う
に
、
司
法
共
同
に
よ
る
送
達
が
可
能
に
な
っ
た
こ
と
は
、
被
告
に
と
っ
て
よ
り
多
く
の
応
訴
の
機
会
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
意
味

す
る
o

し
た
が
っ
て
、
被
告
が
十
分
な
応
訴
の
機
会
を
与
え
ら
れ
た
か
否
か
の
-
評
価
は
、

」
の
よ
う
な
手
段
を
つ
く
し
た
か
ど
う
か
に
よ

っ
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
こ
と
と
な
る
。
こ
こ
で
両
国
間
に
差
異
が
あ
る
の
は
、
公
示
送
達
を
排
除
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
で
あ
る
。
日

民
訴
は
こ
の
排
除
を
明
示
し
て
お
り
、
華
民
訴
に
は
と
く
に
か
よ
う
な
規
定
は
な
い
。

そ
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
、
訴
訟
手
続
を
遂
行
す
る
た
め
の
最
後
の
手
段
と
解
さ
れ
て
い
る
o

こ
の
要
件
の
中
で
公

一
般
に
公
示
送
達
は
、
普
通
の
送
達
に
よ
っ
て
は

一
ポ
送
達
を
排
除
し
た
の
は
、
公
示
送
達
の
濫
用
に
よ
っ
て
被
告
の
応
訴
す
る
機
会
が
不
当
に
奪
わ
れ
な
い
よ
う
な
配
慮
か
ら
だ
と
思
わ
れ

る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
渉
外
婚
姻
事
件
に
あ
り
が
ち
な
遺
棄
さ
れ
た
原
告
に
よ
る
、
生
死
不
明
の
被
告
を
相
手
取
る
訴
の
判
決
の
実
効
性

を
そ
ぐ
結
果
を
招
き
、
妥
当
な
も
の
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
o

公
一
ボ
送
達
濫
用
の
有
無
は
、
自
ら
普
通
の
送
達
に
よ
る
手
段
を
つ
く
し

こ
の
よ
う
な
濫
用
の
弊
を
妨
止
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
華
民
訴
は

た
か
否
か
に
よ
っ
て
定
ま
り
、

こ
の
点
を
厳
格
に
解
釈
す
れ
ば
、

「
本
人
に
送
達
さ
れ
た
」
こ
と
だ
け
を
掲
げ
て
お
り
、
直
接
送
達
の
不
能
な
場
合
に
は
、
必
ず
し
も
公
示
送
達
を
排
除
し
な
い
と
解
す
る

余
地
が
あ
ろ
う
。

助
こ
の
要
件
は
、
準
拠
法
を
定
め
る
際
の
、
公
序
に
よ
る
外
国
法
適
用
の
排
除
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
両
国
と
も
こ

の
要
件
を
認
め
て
お
り
、
要
綱
試
案
第
一
二
け
は
民
訴
二

O
O条
三
号
を
う
け
い
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
華
民
訴
は
四

O
一
条
三
号
で
、
同
じ

く
こ
れ
を
認
め
て
い
勺
こ
れ
は
準
拠
法
を
定
め
る
際
の
、
公
序
規
定
と
の
均
衡
を
保
つ
上
に
も
必
要
で
あ
り
、
と
く
に
異
論
は
な
い
。

公
序
。

(4) 

当
該
外
国
判
決
が
承
認
国
の
国
際
私
法
の
定
め
る
準
拠
法
に
従
っ
て
な
さ
れ

承
認
国
の
国
際
私
法
の
定
め
る
準
拠
法
の
考
慮
。

た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
か
否
か
は
、
争
い
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
要
綱
試
案
に
お
い
て
も
結
論
を
み
な
か

北法17(3・68)442



っ
た
の
で
あ
る
匂
華
民
訴
四

O
一
条
に
は
こ
の
よ
う
な
要
件
が
な
い
の
で
、
消
極
的
に
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
け
だ
し
、
国
際
的
に
統

一
し
た
国
際
私
法
規
定
の
存
在
し
な
い
現
状
に
お
い
て
は
、
各
国
の
国
際
私
法
規
定
の
異
な
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
り
、
他

の
要
件
の
具
備
を
も
考
慮
に
い
れ
る
な
ら
ば
、
と
く
に
こ
れ
を
要
件
と
す
べ
き
理
由
に
乏
し
い
か
ら
で
あ
る
。
か
り
に
こ
れ
を
要
件
に
い

れ
る
と
し
て
も
、
承
認
国
の
国
際
私
法
の
定
め
る
準
拠
法
そ
の
も
の
に
よ
っ
た
こ
と
を
要
せ
ず
、

る
場
合
」
だ
け
を
付
す
れ
ば
足
り
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

同
相
互
主
義
。
こ
れ
は
外
国
判
決
を
承
認
す
る
に
際
し
て
、
当
該
外
国
が
自
国
の
判
決
を
承
認
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
か
否
か

「
そ
の
準
拠
法
に
よ
っ
て
も
認
め
ら
れ

で
あ
る
。
日
民
訴
二

O
O条
四
号
は
こ
の
よ
う
な
相
互
の
保
証
を
要
件
と
し
て
い
る
が
、
要
綱
試
案
第
一
二
で
は
こ
の
点
が
除
外
さ
れ
て

い
る
o

も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
に
い
う
相
互
の
保
証
を
要
す
る
こ
と
は
、
判
決
を
言
渡
し
た
国
で
少
な
く
と
も
日
本
の
裁
判
所
の
判
決
を
同
一

の
要
件
の
下
で
承
認
し
て
い
る
現
実
の
保
障
と
解
さ
れ
て
お
り
、
必
ら
ず
し
も
条
約
に
基
づ
く
こ
と
を
必
要
と
し
て
い
な
山
川
中
華
民
国

で
は
民
訴
四

O
一
条
四
号
に
同
じ
く
、
国
際
的
相
互
の
承
認
が
あ
る
こ
と
を
要
件
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
は
承
認
の
方
法
に
つ

日華渉外身分法に関する若干の問題

い
て
の
特
別
の
定
め
が
な
い
の
で
、
相
互
承
認
の
事
実
が
あ
れ
ば
足
り
る
わ
け
で
あ
り
、
必
ら
ず
し
も
同
一
の
条
件
の
下
で
承
認
さ
れ
る

こ
と
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
こ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
外
国
判
決
を
一
律
に
拒
否
す
る
国
の
あ
る
場
合
を
除
い

て
は
、
そ
の
承
認
の
要
件
が
異
な
る
こ
と
は
止
む
を
え
な
い
こ
と
と
し
て
許
容
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
要
件
の
削
除
は
望
ま
し
い

が
、
さ
り
と
て
こ
の
程
度
の
要
件
を
付
し
て
も
、
普
遍
的
な
国
際
交
通
の
妨
げ
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
o

(

1

)

外
国
の
離
婚
判
決
に
関
す
る
判
例
(
昭
和
三
六
年
三
月
一
五
日
、
昭
和
三
五
年
(
タ
)
一
一
六
号
東
京
地
裁
判
決
、
下
級
民
集
一
二
巻
三
号
四
八
六

頁
〉
に
お
い
て
も
、
民
訴
二

O
O条
を
そ
の
ま
ま
適
用
し
て
い
な
い
。
本
件
の
評
釈
に
つ
い
て
は
山
田
・
ジ
ユ
リ
ス
ト
二
八
七
号
一

O
一
頁
以
下
参
照
。

(

2

)

国
際
私
法
学
者
の
中
に
は
、
華
民
訴
四

O
一
条
の
適
用
を
否
定
し
な
い
が
、
合
法
的
な
管
轄
裁
判
所
に
よ
る
外
国
判
決
は
内
国
裁
判
所
に
お
い
て
も
そ

の
効
力
を
-
認
め
る
べ
き
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
も
の
も
い
る
程
楚
・
前
掲
二
六
九
、
二
七

O
頁
参
照
。

ハ
3
)

桑
田
訳
・
ド
イ
ツ
国
際
私
法
会
議
・
国
際
婚
姻
法
改

E
案
要
綱
ハ
仮
訳
U

、
法
律
時
報
資
料
版
一
四
号
三
九
頁
。

北法17(3・69)443



す
な
わ
ち
、

司
法
共
同
制
に
よ
る
送
達
も
こ
こ
に
い
う
送
達
に
含
ま
れ
る
も
の
と
し
て
解
釈
す
れ
ば
足
り

北法17(3・70)444

説

ハ
4
〉
こ
の
こ
と
は
解
釈
に
よ
っ
て
解
決
で
き
る
。

る
。
な
お
日
民
訴
一
七
五
条
参
照
。

(

5

)

外
国
裁
判
所
ノ
嘱
託
ニ
因
ル
共
助
法
一
条
ノ
二
、
六
号
、
民
事
協
助
弁
法
七
条
、
外
国
法
院
委
託
事
件
協
助
法
四
条
等
参
照
。

(

6

)

中
華
民
国
大
使
館
か
ら
外
務
省
あ
て
の
昭
和
二
八
年
一
一
月
一

O
日
日
大
同
総
字
第
三
五
六
二
号
口
上
書
に
よ
り
、
中
華
民
国
裁
判
所
か
ら
の
証
拠
調

嘱
託
の
あ
っ
た
際
、
外
務
省
昭
和
二
八
年
一
一
月
二
四
日
亜
二
第
一
三
五
号
口
上
書
に
よ
り
日
本
政
府
か
ら
相
互
主
義
に
基
づ
く
保
証
の
要
求
が
あ
っ
た

の
に
対
し
て
、
中
華
民
国
大
使
館
か
ら
外
務
省
あ
て
に
昭
和
二
七
年
一
月
二
九
日
付
大
倒
総
字
第
四
二
八

O
号
口
上
書
に
よ
る
肯
定
的
回
答
が
あ
っ
た
。

〈

7
〉
民
訴
一
七
八
条
、
兼
子
・
民
事
訴
訟
法
体
系
一
九

O
頁
参
照
。

(

8

)

ド
イ
ツ
の
前
掲
要
綱
に
定
め
る
外
国
判
決
の
承
認
の
項
2
号
で
は
、
直
接
的
に
本
人
に
送
達
さ
れ
る
こ
と
を
規
定
す
る
だ
け
で
、
公
示
送
達
を
排
除
す

る
回
目
を
明
示
し
て
い
な
い
。

(

9

)

ド
イ
ツ
の
前
掲
要
綱
に
定
め
る
外
国
判
決
の
承
認
の
項
3
号
も
こ
れ
を
認
め
て
お
り
、
「
公
の
秩
序
」
の
代
り
に
「
ド
イ
ツ
法
の
目
的
」
を
い
れ
て
い

る。

(m)
す
な
わ
ち
、
前
掲
要
綱
試
案
第
二
一
一
仰
は
「
わ
が
国
の
国
際
私
法
の
定
め
る
準
拠
法
に
従
つ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
件
と
す
る
か
否
か
に

つ
い
て
は
留
保
」
と
な
っ
て
い
る
。

(
日
)
も
し
こ
の
要
件
を
固
執
す
る
な
ら
ば
、
法
廷
地
国
に
お
い
て
言
渡
さ
れ
る
判
決
は
、
各
国
国
際
私
法
の
相
違
の
放
に
、
常
に
白
国
以
外
で
は
認
め
ら
れ

な
い
こ
と
を
前
提
と
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
外
国
判
決
承
認
の
意
義
の
大
半
を
失
う
で
あ
ろ
う
。
な
お
山
田
・
前
掲
一

O
五
頁
参
照
。

ハ
ロ
〉
ド
イ
ツ
の
前
掲
要
綱
、
外
国
判
決
承
認
の
項
に
も
、
こ
の
よ
う
な
要
件
は
付
さ
れ
て
い
な
い
。

(
日
〉
大
審
院
昭
和
八
年
一
二
月
五
日
判
決
、
兼
子
前
掲
三
三
七
頁
参
照
。

Z命

あ

Eう1

き

と

以
上
、
婚
姻
関
係
に
つ
い
て
の
日
華
渉
外
身
分
法
の
問
題
を
、
そ
れ
ぞ
れ
裁
判
管
轄
権
、
抵
触
法
お
よ
び
準
拠
法
の
適
用
、
外
国
判
決

の
承
認
等
に
つ
い
て
の
ベ
て
き
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
点
に
関
す
る
日
華
両
国
の
規
定
が
相
当
類
似
し
て
い
る
こ
と
を
容
易
に

窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
o

し
か
し
そ
の
反
面
、
類
似
の
故
に
誤
解
さ
れ
る
点
が
な
く
も
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
、
む
し
ろ
こ
の
誤
解
さ



れ
易
い
点
の
解
明
を
試
み
よ
ヨ
と
し
た
。
一
般
に
、
こ
の
誤
解
の
有
無
は
判
例
に
よ
っ
て
も
判
断
で
き
る
と
考
え
、
主
と
し
て
日
本
に
お

け
る
判
例
を
引
用
し
つ
つ
の
ベ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
判
例
の
件
数
自
体
も
限
ら
れ
て
お
り
、
必
ら
ず
し
も
こ
と
ご
と
く
そ
の
問
題
点
を

指
摘
し
つ
く
し
た
と
は
い
え
な
い
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
点
に
関
す
る
両
国
の
国
際
私
法
的
処
理
に
つ
い
て
の
問
題
の
提
起
は
、
そ
の
多
く

が
ま
だ
未
成
熟
の
段
階
に
あ
る
た
め
、
更
に
進
ん
だ
考
察
は
将
来
に
委
ね
、
ひ
と
ま
ず
そ
の
端
緒
で
も
つ
か
も
う
と
し
た
が
、
結
局
は
両

国
法
の
立
場
を
概
観
し
た
に
と
ど
ま
っ
た
。

と
く
に
、
抵
触
法
規
定
に
つ
い
て
は
他
の
要
件
を
伴
わ
な
い
、
国
籍
の

み
を
基
準
と
す
る
内
国
人
保
護
規
定
の
当
否
、
両
性
平
等
の
考
慮
、
実
質
法
規
定
に
つ
い
て
は
婚
姻
の
形
式
的
要
件
お
よ
び
離
婚
原
因
の

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
以
上
の
考
察
か
ら
各
項
に
お
い
て
、

相
違
、
出
訴
期
間
、
そ
の
他
、
管
轄
権
の
決
定
と
国
籍
の
関
係
、
外
国
判
決
の
承
認
と
準
拠
法
の
考
慮
等
に
重
点
を
お
き
、

さ
ら
に
、
前

掲
日
本
判
例
に
対
す
る
中
華
民
国
法
の
立
場
を
の
ベ
た
。
ま
た
、
両
国
間
の
婚
姻
に
関
す
る
取
扱
い
の
相
違
か
ら
政
行
婚
の
生
ず
る
お
そ

れ
の
あ
る
こ
と
は
前
に
も
ふ
れ
た
が
、

こ
の
他
に
も
、
中
華
民
国
の
国
籍
法
は
婚
姻
に
よ
る
国
籍
の
付
与
を
認
め
て
い
る
(
中
華
民
国
国

:a~渉外身分法に関する若干の問題

籍
法
二
条
一
号
〉
の
で
、

こ
れ
と
異
な
る
立
場
を
採
る
日
本
と
の
聞
に
国
籍
抵
触
の
問
題
も
起
り
う
る
。
し
か
し
、
こ
の
間
題
は
い
ず
れ

他
の
身
分
関
係
の
場
合
と
と
も
に
別
の
機
会
に
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

※ 

な
お
本
稿
は
第
三
五
回
国
際
私
法
学
会
に
お
け
る
筆
者
の
報
告
を
要
約
し
た
も
の
で
あ
る

J
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The cases of private international law between ]apan und 

Republic of China have gradually increased in this country， 

after the Second Wor1d War. As to the legislations on private 

international law of both countries， they are so similar to each 

other as well as in this domaine. However， there are still some 

differences between them. 

And 1 attempted to make these differences clear in this 

article. From this point of view， the matters are discussed in 

every sections as above mentioned. But 1 could not help limiting 

this study in a brief outline in consequenceof some problems 

being not yet matured 

At the end of this statement， it is to be noted that an 

important problem， such as nationlity is remained. 1 should 

like to observe it in another chance， with matrimonial relations 

stated in this paper and other ones in family.law. 
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